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序章　現代中国の社会変革過程と労働者のモチペーション

第1節本研究に取り組む発端になった問題意識

（1）問題意識

　1989年中国に勃発した天安門学生事件は収束した。1992年に郵小平の南巡講話を受け、

中国は市場経済化政策を導入し、それまでの閉鎖的な社会から外国製品、外国文化が中国

国内に受け入れられるようになった。当時、特に日本製の商品はデザイン、品質とも良く

評判であった。第2次世界大戦に敗戦した日本は1945年以降の短い期間に戦後の復興に取

り組み、目覚しい経済発展を遂げて先進国に変貌していた。そこで日本に行き、自分の目

で大戦後の廃嘘のなかから復興した日本の社会を確認し、その復興成長の要因を勉強した

いと考え1995年に来日した。

　来日後、道を尋ねる時、買い物の時など、日本人が親切でやさしく接してくれたことは

今でも記憶に鮮明に残っている。当初住んでいた町のアパートの近くに小さな商店があり、

買い物をした商品を自分でレジ係りに持って行き精算してもらう。店の人は有難うござい

ましたと心から感謝の意を表してくれる。便利で楽しい一時であった。その商店は狭い店

内のスペースを最大限に利用し、店内の全ての空間が商品で埋め尽くされていた。一方、

大型スーパーマーケットには、商品が豊富で、店員は礼儀正しく常に笑顔で接してくれた。

明らかに中国の商店とは異なり、日本が経済的に発展を成し遂げた先進国、民主的な社会

といわれることを強く感じた。

　そしてこの国で経済について勉強しなければならないと考え、幸い大学に入学し、経済

学部において経済学、経営学、産業心理学などを学び、4年間の学部生活を過ごすことがで

きた。

　その後、人的資源管理論の分野に関心を持つに至ったのは、高千穂大学大学院経営学研

究科修士課程に入学してからである。修士課程において指導教授であった梶原豊教授（現

同大学名誉教授）から、日本企業の人的資源管理の分野に関してさまざまな視野からの講

義があり、また、梶原教授は中国人事部人事人材科学研究所（現中国人事部人事科学研究

院）の客員研究員として交流もあり、中国企業の人的資源管理の現状に関する分析、そし

て日本企業、中国企業の人的資源管理活動に関する比較、アメリカ、ヨーロッパ（特にド

イツ）の人的資源管理研究の動向、企業の取り組み事例の研究を行う授業がいつも新鮮で

楽しく、この分野に興味を持つようになったが、研究をする契機になった。

　1995年に来日した時期は中国が市場経済政策導入直後であったが、中国経済の成長は著

しく、社会全体が変わろうとしていた時代であり、日本との交流もさまざまな領域で行わ

れるようになっていた。

　2002年に梶原教授より中国人事部人事科学院との交流に参加する機会を頂き、国際学術

研究交流の場において、中国企業の人的資源管理改革の現状に触れることになり、その時
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の体験をベースにして修士論文「中国国有企業における昇進管理に関する研究」を執筆し

た。修士論文作成後、中国企業の昇進制度と労働者のモチベーションとの関係についての

分析の必要性を感じ、さらに研究をすすめたいという気持ちを強くし、博士後期課程に進

学することを決めた。しかし、梶原教授が高千穂大学を退職されることになったが、幸い

に明治大学大学院政治経済学研究科博士後期課程において木谷光宏教授の指導のもとで研

究をする機会を与えられた。そして、博士後期課程の一年目、木谷教授の指導により「中

国企業の人的資源管理制度と労働者のモチベーションに関する研究」とすることを決めた。

　本研究の執筆にあたっては、梶原教授より日本、中国、ドイッ、アメリカなどの人的資

源管理、労働経済学、労働社会学等の分野に関してのさまざまな視点からのご指導を頂い

た。また教授との意見交換の機会を持たせて頂き、本論文を執筆するうえでの骨格をつく

ることができた。

　幸い指導教授である木谷教授からは、産業心理学と人的資源管理論との統合に関する方

法論を学ばせて頂き、鍾家新教授からは、明治大学大学院政治学研究論集に掲載する論文

執筆の過程において、中国社会と研究テーマ等に関して、幅広く、また種々の指導を受け、

特に、本研究の内容については報告の機会を持たせて頂き、極めて有益なご指導を頂いた。

森下正教授には論文全体の構成等についてのご指導を頂いた。

（2）　日中人的資源管理学術研究交流

　日中人的資源管理学術研究は、中国において開催された国際公務員制度研究シンポジウ

ムを契機にして、梶原教授を中心とする高千穂大学アジア研究交流センターと中国人事部

のシンクタンクである人事・人材科学研究所（現人事科学研究院）との共同研究からスタ

ートした。

　1994年に高千穂大学アジア研究交流センターと人事・人材科学研究所は研究プロジェク

トとして、「日中公務員制度及び人的資源開発に関する共同研究」を行った。中国は1993

年に「国家公務員暫行条例」（2006年1月1日より「中華人民共和国公務員法」）を施行し

たが、中国は公務員制度の制定にあたって、1990年代の初頭より梶原教授等との交流を重

ねて制定に至った経緯がある。現代中国の公務員制度は日本の公務員制度、運用等の経験、

資料を参考に制定したといえる。

　明治大学大学院研究論集第21号の筆者の論文「中国における公務員制度と人事制度改革

に関する一考察」は、梶原教授が収集した資料等をもとに作成した論文である。

　その他に、日中人的資源管理学術研究プロジェクトにおいて、「経済・経営の国際化と人

的資源開発に関する研究」「中高年齢者の能力開発と活用に関する研究」などのシンポジウ

ムが開催された。これらのシンポジウムは、日本と中国との経済社会発展段階の差異、政

治体制、経済社会構造上の性格を異にするという側面を有していたが、日中両国が直面す

る重要な課題であり、特に近代化に取り組む中国にとって、日本側から提供された資料は、

中国の人的資源管理制度の見直しの参考になり、貴重な資料となったと思われる。
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　また、2002年に明治大学が北京大学と北京においてシンポジュウムを開催した際に参加

する機会があり、百瀬恵夫教授、伊藤正昭教授の地域産業、中小企業に関する報告、北京

大学光華管理学院張国有教授の中国郷鎮企業に関する報告は、日中両国の差異、共通点を

学び機会となり、本研究において中国の郷鎮企業を客観的に分析するにあたっての視点に

なった。

　市場経済化政策導入後の中国は、グローバリゼーションの進展に対応しての改革を進め、

日本、アメリカ、ドイツ等の先進諸国の動向に着目し、各国の先進企業等の経営手法を学

習している状況にある。例えば、人事部人事・人材科学研究所の「海外人力資源管理及び

開発最新態勢報告（2001年）」は4つの領域に分類されており、①海外人的資源の現状と

動向についての総括、②アメリカの人的資源管理の特徴及び現状、③ヨーロッパの主要国

の人的資源管理の特徴及び現状、④日本の人事管理及び人材開発に関する現状と課題等々

と、先進諸国の人的資源管理制度の整理研究がなされている。

　そして、筆者が参加した第4回日中人的資源開発国際シンポジウム（2002年10月25日

～29日北京華都ホテル）の研究課題は「現代企業における賃金管理と地方人事行政」であ

った。また、2003年11月2日に高千穂大学において開催された「日中産業構造の変化と

人的資源のあり方」を研究課題とする日中人的資源開発共同研究会にも参加する機会があ

った。

　上記のシンポジュウム、共同研究は2001年の中国のWTO加盟、中国政府の公布した

「2002年一2005年度全国人的資源建設綱要」等を受け、中国側からWO加盟後の人事行

政改革への取り組み、人的資源の確保・開発に関する研究報告、そして、日中企業の賃金

制度に関する比較研究が行われた。

　そこで、人事部人事・人材科学研究所所長（王通訊元所長）が日本における「人材」に

関する議論を提起したことは印象深いものがあった。なぜなら、改革・開放政策導入後、

市場経済化政策の導入、グローバリゼーションの進展等によって、中国における人材に関

する定義の見直しが求められたからである。現代中国には国内の日系企業、アメリカ系企

業等の活動、その他の外資系企業の経営手法、人事制度等を積極的に学習し、国際社会、

特に先進諸国に近づこうとする政府の取り組みもみられる。それと同時に、中国企業は労

働者のモチベーションに関する人事制度の整備、及び人材（労働力）の確保・育成を緊急

の課題としている状況を知ることができた。

　筆者は、大学院での演習、国際学術研究交流に参加したことによって各国の人的資源管

理に関する動向を学び、中国における政府レベルの人的資源管理制度の整備と、企業レベ

ルにおける制度の整備、運用等に関しての現状分析と取り組むべき課題を明確にする必要

性を感じた。’具体的には日本企業のモチベーション管理に関する人事制度、取り組みを研

究し、そのなかから有効な制度、施策等を如何に中国企業に取り入れるか、活用できるか

等に関する研究をしたいという意識を抱くようになった。
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第2節　研究過程において直面した問題と対応

（1）資料・情報の収集

　1990年以降、中国経済の発展は著しいものがあり、特にWTO加盟後、中国の経済社会

は急速に発展している。政府は経済社会の変化に対応して新しい情報、資料を収集し、そ

の公開に取り組んでいる。したがって、以前より資料、情報は量、質ともに向上している

と思われるが、しかし、個別企業の経営管理、人事制度に関する情報、資料は未だに少な

く、中国の企業情報、経営管理、そして人事制度実施の現状を把握することは必ずしも容

易ではない。

　そこで研究者、企業等の人事担当者等に対して、政府系シンクタンクによる全国の企業

の経営管理の現状、人事制度の実施状況等に関する調査を定期的、系統的に実施し、それ

らの情報、資料が公開される必要があると思われる。中国の産業、企業がグローバリゼー

ション等の推移に対応して活動するためには、国内の先進企業などの人事制度、あるいは

ベンチャーマーキングとなり得る経験を押し広げるためにも、政府系シンクタンクの積極

的な取り組みと情報の開示が期待される。

（2）文献・データの分析

　国有企業の企業改革及び人的資源管理活動について、筆者は現代中国を改革・開放政策

導入前と、改革・開放政策導入後の2つの時期に分けて、国有企業を中心に経営、人事管

理に関する制度、管理活動などを整理し、人的資源管理活動がどのように行われていたの

か、以下の先行研究・史料の整理、分析により、中国企業における人的資源管理の現状と

課題を明らかにする。

①中国企業の人的資源管理の現状

　　本研究論文を執筆するにあたっての調査資料の存在の確認、資料の入手が困難であっ

　た。ただし、国有企業19社、民営企業17社、三資企業9社を対象に実施した調査によ

　り、人的資源管理制度の改革が、調査対象企業の中では国有企業が最も改革が遅れてい

　た（趙2001）状況が把握できた点は有益であった。

②中国労働者の意識調査

　意識調査研究は主に社会学等の分野において実施されており、次の様な研究がなされて

いた。

　1988年12月に広州重型機械工場を調査し、従業員の転職意識要因の分析がなされ、転

職要因として帰属意識の低さが最も大きな要因であり、次いで賃金・福利厚生等の満足度

が関係していた（丘1992）。

　1988年に実施した調査に基づき、調査対象を若年層、中年層、老年層に分類した上で、
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職業観や金銭観など、世代間の意識が分析されている（千石・丁1992）。

　1990年に上海の国有企業従業員を対象とした意識調査が実施されており、そこでは管理

者は労働者に比較して、仕事自体への興味や責任感、仕事への意欲、帰属意識などが高い

ことを導いている（原口1995）。

　1993年に北京で実施された調査では、教育水準が高い人ほど成就・自己実現に対しての

比重が高いこと、幹部が労働者に比べて職務満足度が高いことを分析している（漏1995）。

　1992年に大連市で実施された調査では、社会への貢献などの伝統的な価値観が崩れてい

ることが指摘されている（塚本1996）。

　1995年に大連、北京、温州、深別の7企業を対象にして実施された調査では、従業員の

価値意識は、マクロの政策転換、地域の経済格差、企業の経営状態の差の3レベルにおい

て、意識変化の不均一性を指摘している（奈良大学比較社会変動研究会・斉藤1996）。

　1991～1993年にかけて天津の7企業、1997年に武漢の4企業を対象に実施された調査

は、天津企業の管理者は労働者に比較し、コミットメントが高く技術知識も豊かであり、

市場経済に対しての理解が深いことなどを導出している。また、武漢企業との比較研究で

は、地域の経済発展の進展度、個人をとりまく意識環境が、より大きな規定要因になって

いることを指摘している（清川2003）。

　以上の各研究は本研究論文において活用する。

（3）国際比較の難しさ

　現代中国は毛沢東の指導の下で、社会主義体制の確立、計画経済の基盤をつくりあげた。

1978年に改革・開放政策が導入され、郵小平の指導の下で、新たな一歩を踏み出し、1980

年代から1990年代の初頭にかけて、「商品経済」から「社会主義市場経済体制」へと更な

る改革が推進された。そして、2000年代の段階においても、依然として社会主義体制の下

で経済改革が行われている。経済に関しては、資本主義社会と同様のシステムを取り入れ

てはいるが、中国特有の政治体制、社会制度によって、日本やアメリカなどの諸国とは異

なる状況がみられる。しかも、同じ儒教文化圏に属する日本との比較においても、政治体

制、社会制度、社会風土等の違いは明確であり、単純に比較することはできない。

　本研究において国際比較の検討を試みたが、以上の状況と実態調査（第9章参照）の状

況から日本、その他の諸国の尺度で中国との比較を行うことは困難であることに気づかさ

れた。

　また、本研究における調査分析等において用いたハーズバーグモデルは、1959年にハー

ズバーグ（Herzberg，F．）が米国においては200人の会計士を対象にした調査研究であり、

ハーズバーグモデルに関する研究は1960年代から1970年代にかけて、アメリカ、日本を

中心に行われていたが、同モデルを支持する（研究結果）あるいは支持しない研究結果が

数多く発表された。本研究においては、ハーズバーグモデルをもとに実態調査を行ったが、

ハーズバーグモデルは中国企業に適用するかどうか、その妥当性に関する分析を行うこと
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はできなかった。しかし、ハーズバーグモデルは当然のことではあるが、時代、社会制度

等の違いによって、必ずしも中国の事情には当てはまらない点が多々あることは言うまで

もない。今後の研究調査を行うにあたっては、調査方法、サンプルなどを考慮し、現地の

状況に適合する調査研究の方法を用いるように努めなければならないと考える。

（4）実態調査

　実態調査は、2005年10～11月にかけて、中国人事部人事科学研究院及び中国船舶燃料

有限責任公司人的資源管理部の協力のもとで実施することができた。調査実施前の2004年

から2005年までの間に、梶原教授から人事部人事科学研究院に調査協力の依頼をして頂き、

人事部人事科学研究院の協力が得られた。2005年10月より11月にかけて北京での企業調

査を実施し、調査データの整理をした。

　調査票の作成にあたっては、2005年の初めから人事部人事科学研究院と数回にわたり意

見交換をし、人事部人事科学研究院の意見、それに基づき、中国の状況に適合するように

努めた。また調査を行った際には、人事部人事科学研究院等のアドバイスを受け、調査企

業の状況に適合するように調査項目を修正した。その結果、調査項目は出来るだけ調査企

業に合うように取りまとめたが、しかし、中国の企業等においては、調査に対する拒否反

応があるために、解答者に対する配慮、平易な質問項目、解答のしやすさを考慮した調査

票を設計することになった。

　本調査によって、労働者の考え、意識を把握することができたが、また人事制度・施策

に関する情報から企業の取り組みを明らかにすることができた。さらに、従業員の面接調

査を行うことができたならば、意識調査で把握した労働者の考え、意識、及び企業の人事

制度・施策に対する評価を正確に捉えることができたと思われるが、今回は実施できなか

った。

　以上の状況から、今後は調査項目作成上の工夫、面接調査の実施等を研究課題にしたい

と思う。

第3節モチベーション研究の視点

　　（1）本研究におけるモチベーション研究の視点

。　　本研究「現代中国における市場経済化の過程と労働者のモチベーションに関する研究」

　は、民族（漢民族）としての長い歴史と文化を持つ中国が近世になって直面したイギリス

　との阿片戦争（1840年）、その後のイギリス、アメリカ、ロシア、フランス、ドイツ等の国々

　の中国国内での帝国主義的な活動、日本との戦争、国民党と共産党との対立等々の国内の

　混乱を経て、毛沢東が統一した現代中国建国以降の社会変革に焦点をあて、第2次産業、

　第3次産業として組織化された企業等の雇用の場に導入された制度、施策に対応した労働

　者のモチベーションに関する研究である。

6



　したがって、本研究テーマであるモチベーション研究の視点はモチベーションと巨視的

概念としての社会風土との関連においての分析、研究である。

　井尻はモチベーション行動に対するアプローチとして、心理学からのアプローチと組織

論からのアプローチの2つの立場を指摘している1）。

　そこでは、組織メンバーは「彼らの要求を充足するために協働システムとしての組織に

参加していると解せられる。したがって、未だ満たされない要求を持っている組織メンバ

ーは、協働システムとしての組織の共通目的の達成を志向して合目的的な行動である対処

行動をとる関係にあるということができる。この対処行動を積極的に動機づける点にモチ

ベーションの問題を見出すことができる」（対処行動とパーソナル）としている2）。そして、

協働システムとしての組織が存続成長していくためには、種々の要求をもっている個々人

の行動が、合目的的な組織行動にどのようなメカニズムによって高められるのかを明らか

にしなければならないとして、Simon，　HA．（Administrative　Behavior）の研究をふまえ

て、組織メンバーの行動の合理性高揚メカニズムを整理している（対処行動の合理性の高

揚）3）。

　人間の行動に関する研究として、Maslowの要求理論（need　theory）、本研究調査におい

ても援用したHerzbergの2要因論（two・factor　theory）、　At㎞son，　J．W、　Vroom，　V．H．

らの期待選好理論（expectation・preference　theory）等々の心理学の領域からの研究を概観

し4）、また、Taylor、　FayolがKoontz＝0’donel等に至る伝統的組織論、　Lawrence，　D．R．

＝・　Lorsch，　J．W．、　Cyert，　R．M．＝March，　J．G．等の組織と人間行動に関する研究からモチベ

ーションを整理している5）。

　以上の先行研究をふまえて井尻は「体系的な行動理論の構築を志向して、風土概念に概

念用具の有効性を見出す」として、風土及び組織風土の概念を整理し、モチベーションに

対して「人の行動の質にまで立ち入って分析する」モチベーション研究を主張している。

　筆者は井尻の主張する風土に着目して、現代中国の労働者のモチベーションを分析、研

究をすすめるが、筆者は井尻の風土の概念よりも若干幅広く風土を捉えている。

　すなわち、井尻は組織システムに影響を与えている客観的な組織環境として「技術、組

織構造、社会構造、リーダーシップ、意思決定過程、メンバーの要求」等をあげているが6）、

筆者は組織環境を社会風土と規定し、そこには歴史・文化、人々の生活慣行（行動様式）、

政治体制、社会構造、組織構造、社会の安定度等々が含まれると考える。

　しかし、人の心理的なメカニズムによって客観的な環境が濾過され、その結果もたらさ

れるという知覚された組織環境（組織風土）によって喚起されるモチベーション（達成、

親和、権力、攻撃、恐怖）、行動（活動、相互作用、感情）、組織の成果（生産性、満足、

革新、適応性、評判）等々7）に関する井尻の整理は首肯できる主張である。

（2）現代中国の労働者とモチベーション

本研究において筆者は、社会風土の側面から、本研究論文の第1部において、社会主義
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思想に基づく統一中国の建設、改革・開放政策と中国経済、市場経済化と国有企業の民営

化、市場経済の拡大と民営企業の現代化、市場経済の推進と労働市場等々についての研究

分析をおこなう。ここでの分析では、中国の市場経済化という視点とともに、中国が市場

経済化を実現する過程において、中国企業が現代企業制度を構築することが重要であり、

またそれがそこで働く労働者の価値観、意識等の変化を促す要因としての重要性をも指摘

する。

　第ll部は、知覚された組織環境、行動、組織の成果等の側面から中国の市場経済化の過

程における企業及びそこで労働に従事する労働者に焦点をあて、ハーズバーグモデルに準

拠した意識調査の分析を行う。すなわち、ハーズバーグモデルが中国企業の労働者のモチ

ベーション要因として適合するか否かの検証と、さらに、中国の個別経営体である企業の

人事施策と労働者との対応過程の分析を通じて、中国企業における人的資源管理活動と労

働者のモチベーションに関する因果関係の解明を試み、中国企業の現状、事例研究を通じ

て中国企業における人的資源管理のあり方、今後の方向性を検討する。

　現代中国の労働者には、伝統的中国社会（後述）における生活様式を維持しつつ、その

後の政治体制の変革、労働の場の変化、経営体の構造、導入された人事労務管理制度等々

の影響を受けて労働に従事している世代と、大学等を卒業後に自己の意志によって職業の

選択が可能になった世代、そして情報社会の進展、グローバリゼーションの進展する社会

で労働の場に参入した若い世代等々が混在し、激しい社会、変動の中で労働生活を送って

いる人たちといえる。

　したがって、労働の場での労働者のモチベーションは単純に人事労務管理制度、人的資

源管理制度、施策等に対する対応の度合いとして測定、評価し得ぬ側面がある。

　筆者はこの状況をふまえて現代中国の労働者のモチベーションに関する分析、研究をす

すめる考えである（図参照）。

第4節　現代中国の社会風土と労働者のモチベーションに影響を与えている要因

（1）歴史・文化

　有史以前からの長い歴史を積み重ね、文化を蓄積して国家としての骨格を形成した中国

には、その長い歴史と文化が民族の誇りの背景にあり、数々の出来事を体験した民族の歴

史が「伝統的中国社会の特質」に浸透しているともいえる（後述）。

　すなわち、広大な国土、多くの民族を国家の一員として一体化させるためには過去から

現在に至るまで様々な施策を導入する必要があった。例えば、官尊民卑の風潮を増長した

「科挙」の制度は現代中国におけるエリートを極端に高く評価する社会風土を形成してい

る一端として残存しており、たとえ組織構造を改革しても、その風土的側面に変化が生ま

れ得ない状況がある。また、関係主義といわれる風土的側面は、中国社会の歴史、文化と

密接に関わっており、それを改善することは極めて困難だと思われる。そして1949年混乱
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した中国を社会主義思想により統一した毛沢東、文化大革命、天安門事件等々を体験しそ

の後の改革・開放政策の導入、市場経済化の推進等を経た21世紀初頭の段階においても、

中国は歴史・文化の強い影響力を維持している社会であり、この歴史・文化は当然のこと

として現代の労働の場にも反映しており、労働者のモチベーションにも種々の影響を与え

ていると思われる。

　　　　　　　　　　　　図　現代中国の労働の場とモチベーション

社　会　主　義　体　制

計　画　経　済 改革・開放政策（市場経済化）・情報化・グローバリゼーションの進展

社

政治体制
社

生活慣行　　　　　　　　　（組織風土）
会
　
　
風
　
　
土

歴史・文化

s　　式

労働の場 労働者のモチベーション

i動機づけ要因・衛生要因）
会
構
造社会の安定

国営企業 国有企業 国有企業・独資企業・郷鎮企業、外資系企業、有限会社、株式会社等

統一分配制度 職業選択の自由

伝統的中国社会の慣行・行動様式

出所：2007年4月筆者作成。

（2）伝統的中国社会の特質

　客観的な組織環境に位置づけられる社会構造に関しては、外国人による客観的な分析が

有益な視点になるケースが少なくない。

　例えば、中国に関して、伝統的中国社会の特質を「非常に強靭な血縁関係を母体とした

分立封鎖的な社会で、その統制は、家父長ないし家父長的長老の専制下に維持されてきた。

そうしてこの特質は、家族から、家族の拡大された宗教、ひいては村落の構造を規定した

ばかりでなく、その強い紐帯は都市社会のなかにまではいり込み、都市における同郷同業

団体（常（ギルド）、会館）の基礎を成し、その陰騎は秘密結社のような社会集団にも濃厚

に投射されてきた8）」と捉える見解がある。この見解は極めて客観的で、かつ妥当な見解と

いえるが、中国人から中国社会を捉えた見解としては次のような見解がある。

　「差序格局（自己を中心として形成する人間関係の意味）において、中国の社会関係は

9



一人ひとりが狭い社会関係から広い社会へと押し出された私人関係（ネットワーク）が増

加し、社会範囲は一人ひとりの私人関係によって構成された人的ネットワークである。し

たがって、中国社会の所有する社会道徳がその私人関係において存在する意義がある9》」と

いう中国社会に対する見解は、現代の中国社会、労働の場を考えるにあたっても重要な指

摘といえる。

　ここで指摘される伝統的中国社会の特質は現代中国においても日常生活に広く、根強く

息づいており、中国人の生活全般、労働の場にも種々の影響を与えていると考えられ、労

働者のモチベーションを考えるうえからも伝統的中国社会の特質が現代中国社会にも存在

していることを受けとめておくべきといえる（図参照）。

（3）政治体制

　1949年に毛沢東はマルクス主義に基づく毛沢東思想により現代中国を統一したが、その

思想、制度等々は現代中国にも多くの影響を与えている。　　　　　　　　　　　　　一

　毛沢東思想は、農民革命、阿片戦争以降の反帝国主義闘争、学習による意識革命等が特

徴とされておりlo》、マルキシズム、共産党主義を中国化した思想であり、それを実践して

現代中国は建国されたといえる。

　しかし、共産主義体制を政治体制の根幹に据えた現代中国は、生産手段の社会的所有、

国民経済の計画性をもった発展、搾取及び階級的・民族的・人種的抑圧の廃止、生産の目

的が社会のたえずふえていく物質的欲望と文化的欲望とを最大限にみたすこと、この目的

を達成する手段がより高度の技術に基づいて、生産をたえず増進させ改善するという理念、

方針の徹底を図った11）。

　建国当初は、新民主主義の人民経済を発展させて、農業国を工業国に改革することを国

家の基本任務とし、官僚資本の没収、土地改革、私的資本主義商工業の保護等が主な社会

改革であった。第1次5ヵ年計画（1953年～1957年）では重工業優先の旧ソビエト型の

計画経済等が推進され、現代中国は社会主義体制を整備したといえる（第1章参照）。

　その後、文化大革命運動、改革・開放政策の導入により、経済体制は計画経済から社会

主義市場経済へ転換し、経済活動の側面では成功したといえる。そして、21世紀初頭の中

国は市場経済化の進展による経済格差の発生、多元化する人々の価値観に対応し得る政治

体制を模索する過程にある。

　毛沢東思想の影響を受け、国家の方針により労働生活に入り、その後に市場経済化にと

もなう変革に遭遇した労働者は恐らく種々の意識、価値観を持っているであろうが、その

意識、価値観が現代の労働の場において個々の労働者のモチベーションに与えている影響

は大きいと思われる。

（4）組織構造

中国の政治体制から企業組織に組み込まれる共産党委員会が、公式組織の運営にどの程
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度の影響を与えているかは明らかではないが、それに加えて中国社会の特質とされる関係

主義による非公式グループの公式組織内での存在は、さまざまな形で労働者の意識、価値

観、モチベーションに影響を与えていると思われる。しかし、この領域に対しての調査研

究、分析は容易な作業ではないため先行研究は存在せず、本研究においても解明できなか

った。

（5）国有企業の経営改革

　国有企業改革は、1980年に経営自主権の拡大、経営権と所有権の分離により、経営管理

体制を再構築し、経営管理体制を大きく変化させた。かつての国有企業は行政の付属物と

して存在をしていたが、これらの改革によって、企業と国家の関係は見直され、企業の経

営自主権の拡大から経営権と所有権の分離にまで拡大した。さらに、1990年代以降、企業

における取締役会、監査役会、株主総会の設立によって、経営管理システムが大きく変化

することになった。本研究論文において「労働者代表大会」、「党委員会」、労働組合の「旧

三会」と取締役会、監査役会、株主総会の「新三会」の関係について明らかにする。

　公企業、私企業等の経営体に取締役会、株主総会等と党（共産党）委員会が並立してい

る組織は、恐らく中国以外の国には存在しないであろう。この党委員会が個別経営体にど

の程度の影響力を持っているかは明らかではないが、労働の場においての労働者の意志表

示、昇進、賃金査定等に影響があるとするならば、労働者のモチベーションには強い影響

力を持つ存在といえる。しかし、この解明は容易ではない。

（6）就業制度改革への対応

　1980年代以降、企業の人事制度改革とあいまって、高等教育機関卒業生の就業制度改革

が行われ、従前の国による労働力を職場に配置する「統一分配」制度が改められた。労働

者には職業選択の自由が認められ、個別企業主体の採用管理活動が行われることになった。

この制度改革によって、労働の場には統一分配制度によって労働に従事している世代と、

個々人の意志により労働の場に参入した世代とが混在することになった。

　ここでは世代間の意識、価値観の差異とともに、職業選択段階での問題意識、労働の場

での体験過程等が労働者のモチベーションに影響を与えていると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
（7）戸籍制度と労働者問題への対応

　本研究において、産業構造の変化にともない、都市労働者の構成が変化した状況を明ら

かにするとともに、また労働者を農村労働者、都市労働者とに分けて、それぞれの職業選

択行動、職業観についての分析を行う。農村と都市とを隔離する戸籍制度は、優秀な人材

を大都市に集中することを助長する一方、依然として労働力の移動、企業採用管理の障害

となっている現状があり、その問題点についての分析をする。

　本研究過程において実施したモチベーション調査は近代的な都市労働者を対象としたも
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のであるが、多くの農村出身労働者は建設業等の縁辺労働に従事しているケースが多く、

そのモチベーションは都市労働者とは同一ではないであろう。したがって、農村出身労働

者のモチベーション調査に関しては、都市労働者とは異なる視点からのアプローチをする

必要があると思われる。

（8）社会風土と経営体の緊張関係への対応

　中国社会での人間関係はしばしば「関係主義」と言われるが、それは個々人が属する家

族や出身地域によって強く規定され、関係によって構成される集団内部の凝集性が強く、

多くの資源を共有する分だけ外部に対する排除力及び無関心が強い状況を指している（前

述）。企業内のコミュニケーションをみると、仕事の領域は明確になってはいるが、部門と

部門の間、上級管理職と下級職員との間の情報伝達はあまりなされず、しばしば、個人あ

るいは限定されたセクションによって情報が占有されてしまうというコミュニケーション

様式がみられる。中国企業における新たな人事施策の導入、人的資源管理の運営にあたっ

て、企業風土改革の重要性があり、この課題への対応は今後の研究テーマでもある。

　そして、この社会風土と経営体との関係は労働者のモチベ・・…一ションとも密接に関わる領

域といえる。

（9）国有企業の企業改革及び人的資源管理活動

　現代中国を改革・開放政策前と、改革・開放政策後の2つの時期に分けて、国有企業を

中心に企業経営、人事管理に関する制度、管理活動などを整理し、人的資源管理活動がど

のように行われていたか、そして、中国企業における人的資源管理の現状と課題を明らか

にする。

①改革・開放政策以前の国有企業の人事管理の形成

　計画経済体制下の企業管理体制が確立する過程において、「一長制」という工場長指導

体制が導入された。毛沢東（1956）は、工場長単独責任制は党の指導を弱め、大衆路線

を否定するとし、「一長制」に代わり、企業内の党委員会の集団指導の下での工場長責任

制を導入した。

　同時期、国有企業の人事管理は高度な集中型管理体制の下で、「鉄の茶碗」「鉄の賃金」

　「鉄の椅子」と呼ばれた人事管理体制を確立し、「平等主義」管理が行われた（衰1990；

朱・常等1997）。

②改革・開放政策導入後の人的資源管理活動の変遷

　1978年から1984年の時期における人事制度上の見直しは、権限の拡大と物質的激励

に比重が置かれ、真の意味においての改革は行われなかった（呉1993）。

　国有企業の人事管理には伝統的な「官本位」思想の影響があり、必然的にその管理制
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度が行政的な色彩を帯びていたといえる（趙2001）。

　中国企業の人事管理は1990年代半ば以降、人的資源管理理念へと転換をした（刑・沈

2004）。

　人事管理及び人的資源管理の理念、方針の転換は、世代間に人事関連制度の変革体験

の差異を生じ、処遇条件の変革にともなう影響もあり、労働者のモチベーションには大

きな影響を与えていると思われる。

（10）社会の安定度

　中国には明や清の時代から海外に移住した多くの中国人が東南アジア諸地域を中心に、

アメリカ、その他の地域に広く華僑として生活を送っている。彼等多くの華僑はかって母

国中国との関係を絶っていたといわれるが、その要因には中国社会の混乱があったといえ

る。

　21世紀初頭における中国もさまざまな社会問題を生起させており、国家として解決を迫

られている問題は少なくない12）。

　20世紀末から21世紀にかけて、アメリカ、日本、その他に留学した若い世代の中には、

留学先の国の永住権、国籍を取得して中国に戻り、ビジネスをしている者がいるが、この

現象は中国社会の安定度と関わる部分があると思われる。

　一国の社会がグローバリズムの強力な影響を受けることなく、社会体制を整備する期間

を持ち、成熟社会となった日本、イギリス、ドイツ、フランス等々の国と移民を受け入れ

て成長しているアメリカ等と国内の体制を整備する期間（時間）を持つことなくグローバ

リゼーションの枠組みに組みこまれた中国とは、社会基盤等において異なる面が多々あり、

単純に比較することは容易ではない。

　Maslowの欲求段階説をふまえてモチベーションの段階を考えてみても、成熟社会には自

己実現欲求を求める階層の人が多く、キャリア形成、キャリア開発と連動したモチベーシ

ョン論13）も説得力を持つが、中国は人口に比較して一部の高学歴者、社会的地位の高い人

を除けば、未だに低次元の欲求充足を求める人が多数を占めているといえる。

　したがって、21世紀初頭の段階に中国人の顕著な行動として指摘されている拝金主義も

そのあらわれともいえる。

　日本の産業がモラール・サーベイ（morale　survey）を実施すると、第一次調査の段階に

おいては「賃金に対する不満」があげられることがあるが、第二次調査を行うと「評価」「評

価者」に対する不満があらわれるケースが多々あると言われている。日本の産業には評価

を自己の能力開発、キャリア開発、進路設計に活用するという姿勢がみられ、ここには先

のキャリア形成、キャリア開発に連動したモチベーション論が展開できる下地があるとい

える。

　中国の労働者の多くが自己実現欲求を求める段階に到達するためには、中国の社会が安

定度の高い社会へと成熟することが課題であり、目標になると考える。その側面から現代
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中国の労働者のモチベーションに関して分析する必要があると考える。

　以上、伝統的中国社会の特質、その他は現代中国の労働者の生活、モチベーションに種々

の影響を与えており、本研究論文においては、現代中国建国以降の政治経済体制の過程を

整理し（本研究論文第1部）、それをふまえての現代中国の労働者のモチベーション要因、

状況を明確にしたい（本研究論文第fi部）。

第4節　研究成果としての本研究論文の概要

（1）本研究及び研究論文

　本研究は、現代中国における労働者のモチベーションに関する研究であるが、労働者の

モチベーションは、その形成に密接に関わる社会風土、政治体制、労働の場における人事

施策に関わる処遇条件、経営風土、経営者のリーダーシップ等々を整理し、それをふまえ

てその国、社会あるいは個別経営体の労働者のモチベーションを分析する必要があると考

える（序章図現代中国の労働者の労働の場とモチベーション参照）。

　現代中国は建国以来の歴史は浅いが、中国社会の歴史は長く、その社会風土には他の国

には見られない特徴的状況が存在する。その風土を維持しつつ社会主義思想により国土が

統一され、国家を形成した中国には長い年月の過程で形成された文化、生活慣行が存続し

ており、それらが建国時の思想とともに、混在した状況の中で息づき、さらにグローバリ

ゼーションの進展する世界の一員に現代中国は組みこまれてしまったという複雑さが中国

社会には存在している。

　そこで本研究においては、現代中国の建国、そしてその後に取り組まれた市場経済化の

過程を通じて、社会の枠組みの変化、労働の場が変化した状況を整理し（第1部）、そのう

えで現代中国における労働者のモチベーションについての実証的研究（第H部）を行った。

　本研究論文は、第1部中国における市場経済化の過程と中国企業の対応、そして第∬部

中国企業における人的資源管理の変遷と労働者のモチベーションの2部から構成される。

（2）第1部中国における市場経済化の過程と中国企業の対応

①第1章社会主義思想に基づく統一中国の建設

　1949年現代中国が成立した。1950年中国は旧ソビエト連邦の援助を受ける一方、国民経

済の復興、個人農業、個人営業の手工業と商業、そして資本主義的商工業の社会主義的改

造等の一連の改革を通じて、社会主義経済体制の確立に至った経緯、及び経済構造の転換

を整理する。また、社会主義経済建設において、1966年から1976年までの文化大革命が

経済、社会に与えた影響等について触れるが、ここでは、現代中国建国後における計画経

済体制の確立、経済構造の特徴等を明らかにし、その過程における国有企業の生成・発展、

経営管理刷新の経緯を整理すると同時に、民主改革、生産改革を通じて、労働者・職員の

企業の主人公としての意識の醸成、及び社会主義的労働意欲の向上に関する政策を考察す
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る。

②第2章改革・開放政策と中国経済

　1978年の改革・開放政策導入から1992年の市場経済化政策導入までの改革・開放政策

導入後は、政治運動から経済建設へと政策転換がなされたことによって経済政策、経済構

造、産業構造は変化したが、これらの政策が農村部、都市部にもたらした変化を整理する

と同時に、改革・開放政策導入後の初期段階における国有企業改革への取り組みを明らか

にする。

　先ず、改革・開放政策の初期段階から市場経済体制政策導入までの過程を整理する。1978

年中国共産党第11期3中全会は、文化大革命の収束と国家方針を階級闘争から経済建設へ

と転換することを打ち出し、「経済改革・対外開放」政策の導入を決定した。その後、「調

整、改革、整頓、向上」の8字方針をもとに、国民経済の全面的調整が行われた。しかし、

1982年共産党第12期大会報告では、「計画経済を主とし、市場調節を従とする」理論は計

画経済を社会主義経済の本質的特徴とし、計画手段の基礎的役割を強調するものであり、

市場メカニズムは一部の補完的地位に限定するとした。

　1987年中国共産党第13期大会報告においては、「国が市場を調節し、市場が企業を誘導

する」政策を提起することになった。中国は経済体制改革の目標を模索していたが、この

時点において市場メカニズムを補完的手段と位置づけるという認識から、さらに視野を広

げ改革を推し進める決意を示し、市場メカニズムを如何に位置づけるかという模索段階に

入った。

　また、独立自主・自力更生に代表される対外経済政策の基本原則は、改革・開放政策の

導入にともなって、従来とは異なるものとなって展開するようになった。外国の援助、借

款、投資は積極的に活用する方向へと転換し、外国からの資本参加と技術移転を通して現

代化へのテンポを速めようとするものであった。

　さらに、農村改革に関しては、農村における農業生産請負制の導入、人民公社の解体な

どの改革によって、郷鎮企業、私的所有・私的経営を特徴とする農民の個人経営企業、共

同経営企業の急成長は、肇村に大きな変化をもたらし、中国農村はこれまでの自給自足経

済から市場経済化へと向うようになった。1984年に農村改革の経験を踏まえて、経済改革

の重点は農村から都市へと移行した。

　計画経済体制のもとでは、企業は独立性をもった経営体ではなく、行政の付属組織と化

しており、経済上独立した商品生産者・経営者として機能する活力を失っていた。都市部

における国有企業の改革は企業経営自主権の拡大、「拡権譲利」、「利改税」などの一連の改

革で進められ、計画経済体制の見直し、経営管理権限の一一一e一部が国から企業へ委譲されるよ

うになった。

　1987年以降、国有企業における経営請負制、リース経営責任制が導入されたことになり、

所有権と経営権の分離が図られたが、それは企業自らが経営、採算、発展に責任をもつ経
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営体に転換することが目的であった。同時に、経営請負制の実施は競争メカニズムを企業

内部に導入することになり、工場長責任制の実施、企業の内部組織、人事制度、雇用制度

の改革を促進する要因になった。ここでは国有企業に関する人事制度、雇用制度等々の一

連の改革を整理する。

③第3章市場経済化と国有企業の民営化

　1992年中国共産党第14回大会は「社会主義市場経済体制」の確立を政策目標として打

ち出し、改革の方向を明確にするとともに、市場経済への移行を目的とした経済改革を本

格化させた。ここでは、市場経済体制の確立政策目標が明確になって以降、現代企業制度

の構築において、国有企業の改革がいかに推進されたか、その現状と問題点にっいて触れ、

国有企業における民営化の過程を明らかにする。

　先ず、中国共産党第14回大会の社会主義市場経済体制確立の目標を受けて、1993年中

国共産党第14回3中全会は「社会主義市場経済体制建設の若干の問題に関する決定」を公

布したが、そこでは企業改革の目標として現代企業制度の確立が提起され、国有企業改革

の目標が現代企業制度の確立にあることが改めて確認された。「決定」によれば、公有制を

主体とする現代企業制度は社会主義市場経済体制の基礎であり、「産権清晰、権責明確、政

企分開、管理科学」によって特徴づけられるといえる。同年憲法改正によって、これまで

の国営企業は国有企業と呼称することになった。

　そこで1988年に施行された「中華人民共和国企業法」、1992年に公布された「全人民所

有制工業企業経営メカニズム転換条例」、さらに1994年に「中華人民共和国公司法」が施

行された経緯を整理する。これらの一連の政策の整備によって、企業の経営権を強化し、

企業経営のメカニズムの転換を促進することにより、国有企業は従来の行政機関としての

付属物から、自主経営体へと転換し、市場経済の要請に応える現代的企業制度を規範化さ

せ、権限・責任・利益を備えた企業として、あるいは経営体としての体制を整える過程に

ついて考察する。

　また、現代企業制度の確立が明確になったことにより、法人統治機構は国有企業の新し

い統治システム構築目標を明らかし、「公司治理結構」（コーポレート・ガバナンス）の構

築が推進されることになった。『ここで、国有企業改革が進むにともなって、様々な問題が

表面化しており、それらの問題点についても整理する。

　そして、国有企業改革にともなった社会保障制度の改革を概観し、従来の国有企業が社

会的役割を担っていた福利厚生制度の特徴を整理すると同時に、社会保障制度改革におい

て、社会保障制度を企業内の福利厚生から切り離し、国と企業、個人という三者がそれぞ

れ負担する制度へと転換しつつある現状と問題点を明らかにする。

④第4章市場経済の拡大と民営企業の現代化

　現代中国建国後、すべての企業は公有制であったが、改革・開放政策導入後、私営企業、
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個人経営企業、郷鎮企業（地方政府出資の郷鎮企業を除く）などの非公有制企業が生成、

発展した。先ず、民営企業の概念を整理すると同時に、民営企業の生成、発展、規模拡大

などの経緯を概観し、それらを私営企業、個人企業、郷鎮企業に分類し、その企業形態、

業種などについて分析する。さらに市場経済化の拡大が民営企業にもたらした変化、民営

企業の現代化の現状及び問題点について明らかにし、温州モデル（郷鎮企業）から民営企

業の将来を展望する。

　改革・開放政策導入後の1980年代から1992年にかけて、民営企業は生成・発展したが、

1992年の市場経済化政策導入によって目覚しい発展を遂げた。先ず、民営企業の工業生産

額、就業者数の推移、業種別などを整理すると同時に、個人企業、私営企業、郷鎮企業別

に企業の現状及び特徴などを明らかにする。

　1990年代以降国有企業、集団所有制企業、郷鎮企業などの株式化への制度改革が始まり、

特に2000年以降、郷鎮企業は急速に集団所有制から民営企業に経営形態を変えつつある。

企業形態の変化にともない、経営管理メカニズムの変化が生じている。ここでは企業の意

思決定に焦点をあて、その現状を明らかにしたと同時に、経営者層のキャリア、学歴など

をもとに経営者層の特徴について分析する。さらに、温州モデルを通じて民営企業の将来

を展望し、経営活動上の課題を明らかにする。

⑤第5章市場経済の推進と労働市場

　1985年以降の就業制度改革が高等教育政策の一環として行われるようになり、就業制度

改革によって、高等教育機関の卒業生に職業選択の自由が認められたことは、労働市場に

おいて労働者が自己の意志により職業選択やキャリア形成が可能になった事を意味する。

ここでは、労働市場の現状と課題を整理し、就業制度改革によって形成されつつある労働

市場の現状及び企業の対応を明らかにする。

　先ず、改革・開放政策導入前における就業制度の生成、特徴と改革・開放政策導入後の

就業制度改革への取り組みについて整理する。ここで就業制度改革により学生が「自主的

に」就職先を探して就職する「自主的な職業選択」制度に転換することが明確に示された

ことによって、高等教育機関の卒業生が労働市場において労働者が自己の意志により職業

選択が可能になったことを整理する。また大学内においては「校園招聰」と呼ばれる企業

説明会の活動が実施され、大学の新卒者と企業の求職・求人活動においての役割を明らか

にする。

　さらに就業制度改革等によって整備されつつある労働市場、人材市場の現状と問題点を

整理し、考察するが、ここで労働市場において必要とされる労働力の側面から、企業の対

応、雇用管理再編成のニーズを明確にし、導入が期待されるモチベーション管理の具体策

を検討する。

（3）第ll部中国企業における人的資源管理活動の変遷と労働者のモチベーション
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①第6章労働者のモチベーションと人的資源管理活動

　労働者のモチベーションに焦点をあてた研究及び人的資源管理活動における労働者のモ

チベーションを分析するに至った経緯を整理する。そして、産業構造の変化、労働力の確

保という側面から労働者のモチベーションと人的資源管理活動との関連について整理、分

析を試みる。

　18世紀のイギリスにおける産業革命はその後に多くの国において、労働及び労働者の管

理に関しての対応を考える契機になったが、当初は労働者の健康を考えての労働時間管理、

安全衛生管理等に関しての規則、制度に対する関心が中心であった。

　19世紀のアメリカは、イギリス、フランス等で開発された生産機械、手法を活用した効

率的な生産システム（American　System　of　Manufactures）を確立し、大量生産、大量販

売による産業を形成したが、それを管理するためのシステム、手法も開発した。その代表

的研究として、Taylor，　Eが体系化した科学的管理（Scientific　Management）がある。

　しかし、Taylorの思想及び科学的管理法は能率に比重を置いた手法であり、人間に対す

る思いやり等の感じられない思想、手法であった。Taylorの考えを実証することを主たる

目的として1924年～1932年にかけて、照明、作業の質・量が作業員の能率に与える影響、

作業条件と能率との関係等の仮説を追求するための実験がMayo，G．E．、　Roethlisberger，EJ．

らによって行われた（hawthorlle　experiments）。

　Taylorの科学的管理法、　Mayoらの実験後のアメリカにおいて、人の欲求、モチベーショ

ン等に関する関心が高まり、研究が活発に行われたが、その一連の過程においてアメリカ

での人事管理に関する研究、組織内の人間関係、モチベーション研究等が進展した経緯を

整理する。

　モチベーション管理に関しては実践的な研究の基礎となったHerzberg，　F．の主張が実際

の経営管理活動のあり方に多くの影響を与えたが、本研究論文においては人的資源管理活

動を展開するにあたって、労働者のモチベーション管理の重要性を指摘する。

　さらに産業構造の変化と労働力という側面から、産業構造の変化にともなう労働力の移

動、産業基盤、社会基盤を支える労働力の確保、産業の高度化等によってもたらされる労

働者意識の変化とモチベーション管理の状況を分析する。ここではかつて日本が経験した

産業発展の過程における人的資源開発への取り組みを通じて、中国及び中国企業が取り組

まねばならない課題、方向性を展望する。

②第7章中国企業の人的資源管理活動と企業の取り組み

　現代中国を大きく計画経済期と改革・開放政策導入後の2つの時期に分け、国有企業を

中心に計画経済期における人事制度確立の経緯を整理し、改革・開放政策導入後の国有企

業を中心とする人事制度改革への取り組み、人事管理から人的資源管理への変遷などにつ

いて考察する。特に、1990年代以降、市場経済化政策の導入、WTO加盟等によって、グ

ローバリゼーションの進展は急速であり、これら経営環境の推移に対応し得る中国企業の
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取り組むべき人的資源管理活動のあり方について検討する。

　計画経済期の中国は、社会主義体制の下での国有企業を中心とした人事管理制度編成へ

の取り組みがあり、「大釜の飯」「鉄の茶碗」（一生食いはぐれない雇用の保障）、「鉄の賃金」

（鉄のように保障された賃金）、「鉄の椅子」（鉄のように保障されたポスト）と呼ばれる人

事管理制度の特徴が形成された経緯を整理する。

　そして、国有企業に採用された労働者は学歴によって幹部と労働者に分けられ、幹部は

一度昇進すれば降格されることもなく、保障されたポストと呼ばれる幹部の終身制、「平等

主義」に基づく人事管理制度が労働者の働く意欲をなくし、労働者のモチベーションの欠

如をもたらした原因、労働契約制の実施、管理者・専門技術者の招聰制度の実施、競争シ

ステムの導入等々を整理し、人事管理が競争主義に基づく理念と方針へと転換する契機に

なった経緯を整理する。

　さらに、競争システムに基づく賃金制度の普及、能力開発機会の拡大に関する改革への

取り組み及び中国企業の人的資源管理活動の整備の過程を通じて人的資源管理活動におけ

る現状と問題点を明らかにする。

③第8章労働者の職業選択行動と職業観

　職業選択行動は、社会環境の変化、情報化の進展等の動向、学校教育の普及等と密接に

関わっており、職業観の形成もほぼ同様の要因があるといえる。ここでは、中国における

高等教育の普及、情報社会の進展、価値観の変化等について検討する。

　都市部では統一分配制度、雇用制度の改革、労働市場の確立などによって、労働者の職

業観、職業選択行動が変化している。ここでは改革・開放政策導入前後、労働者の職業観

の変化、職業選択行動を明らかにする。また、高等教育改革とあいまって改められた就業

制度の改革によって、労働者に職業選択の自由が認められたこと、都市化と職業選択行動

の拡大、都市部における高学歴化社会の形成などの要因が労働者の職業選択行動に影響を

与え、個々人が自身のキャリア形成に意識をする時代になったことを分析する。

④第9章中国企業の人的資源管理活動に対する労働者の評価とモチベーション要因

　　　　　　一モチベーション調査に基づく状況分析一

　中国船舶燃料有限責任公司における調査は、ハーズバーグモデル（Herzberg　model）に

準拠した意識調査票をもとに、労働者のモチベーション要因を明らかにし、また、調査企

業における人的資源管理制度・施策に対する従業員の評価と従業員のモチベーションにつ

いて分析する。

　北京交通大学における公開セミナー参加者を対象にした調査では、調査の場に個々の労

働者が所属する組織体の関係者がいない状況から、労働者が抱いているモチベーション要

因が客観的に分析できることを期待し、都市労働者のモチベーション要因の把握、都市労

働者の労働に対する姿勢を捉えることに努める。

19



　また、先行研究において従業員の求心力の低下をもたらしている要因には、従業員の自

己意識の顕在化、管理者の管理能力の低さなどの企業内要因が存在しているという指摘が

あり、本調査において、モチベーション要因としてあげた「苦労して仕事をやり遂げると、

上司はその苦労をわかってくれるから」「能力の高い上司につかえているとき」「自分のア

イディア・意見が受け入れられたとき」等々に対する評価は、従業員が経営者、管理者に

職務遂行上の役割遂行を求め、経営管理活動の見直しのニーズとなっている点から、先行

研究と関連している結果が出たこと等々の分析をする。

　さらに、本調査結果から労働者の企業に対する人的資源管理活動の評価を分析し、モチ

ベーション要因となる人的資源管理活動の課題を明らかにする。

⑤おわりに現代中国における市場経済化と労働者のモチベーション

本研究テーマをさらに深め、今後の研究の取り組み等々を整理する。

（注）

1）井尻昭夫『モチベーション研究』日本評論社，1988年，209頁。

2）同上書，209頁。

3》同上書，211－213頁。

4）同上書，213－216頁。

5）同上書，216－219頁。

6）同上書，223頁。　　［

7）同上書，223頁。

8）①熊野正平「伝統的中国社会と清末以降の革新思想」現代アジア社会思想研究会編rアジ

　　ア社会の近代化と価値体系』島崎経済研究所，1966年，173頁。

　②園田茂人『中国人の心理と行動』日本放送出版協会，2001年。

　　園田は「面子一中国的尊大さの源泉一」「関係一強大な人間接着剤一」「人情一面子と

　　関係のバランサー」「関係主義社会としての中国一過去、現在、未来一」と、中国社会、

　　中国人についての客観的な記述を行っている。

9）費孝通「郷土中国」r民国叢書』第3編，上海書店，1991年，22－30頁。
10）現代アジア社会思想研究会編，前掲書，上別府親志「毛沢東思想の形成過程との特質」

　220－222頁。

11）豊田四郎編『マルクス経済学辞典』青木書店，1956年，52頁。

12）東一眞r中国の不思議な資本主義』中央公論新社，2007年。

　東は新聞社の特派員として北京に滞在した体験から、中国を分析している。

　その分析には、21世紀初頭において政治問題化している中国産の製品、食品、官僚の腐

　敗等々に関して鋭く指摘しており、現代中国の政治経済、社会問題を明確にしている。

13）例えば，金井壽広『働くみんなのモチベーション論』NTT出版株式会社，2006年，等

　の研究がある。
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第1部　中国市場経済化の過程と中国企業の対応

　第1章　社会主義思想に基づく統一中国の建設

第1節　社会主義経済体制の確立への取り組みと労働者に与えた影響

（1）国民経済復興

　1949年10月1日に成立した中華人民共和国が直面した経済課題は、国内の混乱、戦争

のために崩壊した国民経済の復興と官僚資本主義的及び封建地主的経済体制を社会主義体

制に改造することであった。経済状況、経済水準は当時のアメリカ、イギリス等々に比較

すると、非常に立ち遅れていた上に対外戦争と国内の混乱、戦争のため、国民経済は破壊

され、国民の生活は非常に貧しい状況にあった。

　現代中国成立後、中国共産党は新民主主義経済を確立するという綱領を打ち出したが、

その方針と施策は以下の通りであった。

　第1に、官僚資本を没収する。官僚資本を国家が没収して国営企業とする。社会主義体

制下の国営企業は国の経済命脈を掌握し、国民経済全体を指導する。第2に、土地改革に

よって封建的地主主導の生産関係を廃棄し、地主の土地は農民に分配する。第3に、民族

資本主義的な商工業は利用、調整、制限すること。民族資本主義的な商工業の積極性を利

用し、国民経済を発展させるために、中央政府は加工発注を通じて、私営企業の生産を維

持し、また、それらに価格と営業範囲関係では活動の余地を与える。一方、その活動範囲、

租税政策、市場価格、労働条件の面では資本主義的な商工業を制限し、特に、その投機活

動を制限する。第4に、個人経営の商業・手工業は保護すると同時にそれらを集団化の方

向へ導く。

　以上の方針と施策によって、1952年に中国は社会主義国営企業を主導とする経済形態を

形成した。すなわち、社会主義の国営企業、半社会主義的協同組合型企業、農民と手工業

者の個人企業、私的資本主義企業、国家資本主義企業の5つの経済形態が形成された1｝。

　また、経済混乱の状態の安定化に向けて、財政経済の統一管理方針を打ち出した。その

主な措置は以下の通りである。①全国財政収支の統一化一国家財政収支の主要部分は国庫

に一括納入され、国家の主要支出を集中的に管理する一②全国の物資供給の統一化一穀物

食料、綿布、工業機材などの重要物資は、分散状態から集中化をはかり、それによって政

府が、需給の調整、市場の掌握、投機取引、空取引資本の改革をおこなう一③全国現金管

理の統一化一各企業、機関、部隊に分散している現金を国家銀行が統一的に管理し、集中

的に使用し、市場の通貨流通量を減らし、国家が利用する資金を増加する一以上の3つの

政策を実施することによって、国家財政収支は急速に均衡化され、通貨膨張は収まり、金

融、物価が安定することになった2）。

　1952年の主要な生産物の生産量は、1949年より増加したばかりではなく、現代中国建国

前の最高生産量をも超えていた（表1－1－1参照）。その他に、中国政府は工業、農業、交
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通運輸業の回復に力を入れ、土地改革が実施されたことにより、農民と労働者の生産意欲

が向上する契機になった。1949年～1952年の3年間で中国政府は混乱した国民経済の復

興を果たしたといえる。

現代中国建国前後における主な生産物の生産量比較
銑鉄
万トン

1943年
180

　25
193

綿系
万トン

1933年
44．5

32．7

食糧
万トン

15000

11320

綿花
万トン

1936年
84．9

44．5

130．4

出所：中国社会科学院工業経済研究所・日本総合研究所『現代中国経済事
典』1982年，70頁。

（2）社会主義的改造

　現代中国成立後（1952年～1956年）、中央政府は非社会主義的生産関係を社会主義的生

産関係に改造し、社会主義経済体制実施の基盤を作り上げた。社会主義への改造は個人農

業の社会主義改造、個人経営の手工業と商業の社会主義改造及び資本主義商工業の社会主

義改造という3つの領域から構成されており、「三大改造」と言われた。

　第1の個人農業の社会主義改造については、農民の個人経営に対する政策として、第1

段階では「互相組」（3～5戸農民により互いに協力する組織）が組織された。すなわち、土

地、生産手段などは個人所有部分の農作物を集団労働するように推進したのである。これ

は労働力の結合による社会主義の萌芽段階といえる。第2段階の初級農業生産合作社（初

級的生産協力組合）は、各農家が土地の所有権を変えることなく土地を資本として「合作

社」に土地を提供し、合併された耕地で統一経営を行う。収穫したものは、各農家の労働

に応じて分配するほかに、それぞれ出資した土地に基づいて配当する。これらの取り組み

は半社会主義的なものとされる。第3段階は、土地及び畜馬、畜牛など主要な生産手段を

集団所有にし、労働成果はすべて労働に応じて分配することを原則とする。これは完全に

社会主義化した高度な農業生産合作社である。

　第2の個人経営の手工業者に対しても同様の方法で社会主義改造をおこなう。第一段階

では「供錆合作社」（「供錆」とは生産財、資本財の供給（供）と製品の販売（錆））の意味）

において、手工業者たちが原材料と資本財の調達及び製品の販売について協力する合作社

を組織する。すなわち、生産は依然として各経営者によって分散的に行うが、合作社原材

料の買い付けと製品の販売は国営商業の指導の下に組織的に行う。こうして手工業者は資

本主義商業への依存から脱皮し社会主義型商業に依存するようになり、半社会主義的な経

営体に転換した。第二段階は、個人手工業者は生産手段に集中し、集中生産、統一経営を

実施し、労働収入の分配も「労働に応じて分配する」原則を導入する。これらの取り組み

により社会主義体制による集団所有形態に移行し、1956年末には90％以上の個人経営手工

業者が生産合作社に加入し、手工業に対する社会主義的改造が完成した。
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　個人商業経営の社会主義的改造に関しては、国営卸売り商業による代理販売と「合作店」

を作り、そして、いくつかの個人経営の店は合併して集団所有の店になるという段階をへ

て実施された3）。

　第3の資本主義的商工業の社会主義型への改造は、利用・制限・改造する政策である。

国家は国家資本主義のいろいろな形を通じ、また徴税、価格、資本主義的商工業の活動範

囲、労働者の労働条件などの面でも、さまざまな措置を講じ、資本主義的商工業に国家の

指導を受け入れさせるとともに、それを次第に国家資本主義的商工業に転化させていった。

　私的資本主義的商工業に対する社会主義体制への改革は低いレベルから高いレベルに至

る一連の移行形態により導入された。初級形態の国家資本主義では、私営工業に対して国

家による委託加工、計画、発注、統一買い上げ・請負販売などの方法が実施された。私営

商業に関して、国営商業の身替わりとしての取次ぎ販売、代理販売の方法が実施された。

高級形態の国家資本主義では私営商工業に対する公私合営の経営が実施された。最初にそ

の利益は公的株式と個人株式によって分配する方法が取り入れられたが、その後、私的株

式に対しては年間5％の固定利息を支払うのみになった。これにより公私合営企業は利息を

私的株式に支払うほかは、殆んど国営企業と同様の社会主義経済体制の経営体に移行した。

1956年の工業総生産額の国営工業の占める比率は67．5％、公私合営工業は32．5％であり、

私的資本主義工業はほぼ消滅したといえる。卸売業では、国営商業と公私合営商業の比率

は97．2％を占めており、私営商業は僅か2．8％に過ぎなかった。小売業では、国営商業が

68．3％を占めており、公私合営商業と合作商業が27．5％、私営商業が4．2％に過ぎなかった

4》。

　社会主義体制への改造は1956年までの4年間で完成したものの、幾つかの間題があると

指摘されていた。例えば、個人農業の社会主義改造は本来15年間で完成する計画であった

が、実際にはその約3分の1の期間で完成させたためにヒズミが生じていた。そのために

前述の「三大改造」が完成してから生産関係を安定させるべきではあったが、その時代の

政府の方針のもとに新しい経済体制は社会主義化への変革を続けていたといえる。

（3）計画体制の確立と経済管理機構の設立

　前述のように、経済復興期において、国営企業は全ての面で社会主義的経済体制を確立

するための政策が優位を占め、これにその他の経済要素を付加した役割を発揮させるよう

に位置づけられた。その他に、個人農業、個人経営の手工業、商業経済、資本主義的商工

業の社会主義的形態への改造を通じて、国家計画を軌道に乗せ、計画経済体制を目標とす

る中国経済の基盤を確立した。

　中国共産党と中央政府が社会主義的計画経済によって大規模な経済建設を開始した目的

は、プロレタリア階級が指導し、労農同盟を基礎とする人民民主主義独裁のもとで、過渡

期の総路線を達成することであった。過渡期の総路線とは、現代中国の成立から社会主義

社会の建設が完了するまでを一つの過渡期とし、その間に中国の社会主義が工業化と農業、
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手工業及び資本主義的な商工業に対する社会主義的形態への改造を一歩一歩と成し遂げて

いく事を国家の基本任務とすることであった5）。そしてこの任務を達成するために中国共産

党は、「計画的に国民経済を発展させ、できるかぎり速やかに国の工業化を実現し、系統的

に順序をおって国民経済の技術的改造を行い、国が強大な現代的工業、現代的農業、現代

的交通運輸及び現代的国防力をたえず高めていくためには、重工業を優先させなければな

らない」6）という方針を決定した。ここには速やかな工業化を支えるために必要な経済体制

を確立するという強い願望があらわれている。

　計画経済を基本とする社会主義経済体制のもとで、経済体制に照応する行政機構が設け

られ、政府が計画を実施・指導するが、第1次5ヵ年計画は、旧ソビエト連邦の援助によ

る建設を主軸とし、鉱工業管理方式も旧ソビエト連邦の方式がそのまま取り入れられた。

　1958年1月に制定された「工業管理体制の改善に関する国務院の規定」では、中央集権

的管理を改めて省など地方の指導に任すことになり、特に軽工業関係の企業の大部分が地

方管理に移管されたが、大規模な鉱山、冶金、化学、電力、石油、精密機械、軍事工業な

どは中央直轄に据え置かれた。

　また、経済管理機構として、中国共産党の意思と人民政府の権限に基づいて国民経済の

発展計画を計画化するのは、国務院に所属する中央計画機関であり、計画経済は、この中

央計画機関の統一的計画と集中的指導によって成立していた。

　国家計画委員会は長期計画のみならず、年度計画を含むすべての計画策定づくりを担当

していたが、第1次5ヵ年計画の発展にともなって計画、管理が複雑かつ広範囲になり、

同委員会のみでは統一計画、集中指導が困難か、あるいは不完全なものになっていた。そ

こで、1956年の行政機構改革により、国家経済委員会が設置され、年度計画とそれに関連

する管理権が分割された。その結果、国家計画委員会は長期計画の立案作成を担当する機

関となり、党の過渡期の総路線を指針として、5ヵ年計画、農業発展要綱、科学技術12ヵ

年計画など国民経済発展計画に目標をあたえることを任務とする計画機関となった。

　国家計画委員会は各省、自治区、直轄市および中央各部が年度計画、5ヵ年および長期計

画構想を編成するのを指導し、それらの計画をまとめ、全国経済社会発展年度計画、5ヵ年

計画および長期計画構想（科学技術計画構想を含む）が策定された。

　国家経済計画委員会は経済社会発展年度計画の執行状況の監督と検査、農業、工業、基

本建設など各部門の年度経済活動のうち、協調をはかる必要のある事項および各部門の経

済体制改革活動を指導し、調整iする役割を担った。

第2節　経済構造の特徴と経済政策

（1）経済構造の特徴

①国営企業

中国政府は当初から「国営企業は全人民による所有制の社会主義経済体制下にあって、
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国民経済のリード的役割を担う経営体であり、国家が社会主義的改造を実現する物質的基

盤である」7）と規定した。よって中国政府は政権樹立と同時に、以下の方針と施策により経

済政策の中心を国営企業の優先的発展においた。

　官僚資本は国が没収して国有化をしたが、ここでの官僚資本とは、国民政府及び国民党

の高官ならびにそれら関係者と特殊な関係を結ぶことによって利権と利益を得ていた買弁

（外国商人が貿易の仲介人として雇った中国人）・封建的な国家独占資本主義の経済活動を

意味している。官僚資本は旧中国社会の半封建・半植民地的な特性からして、量的にも質

的にも極めて重要な地位を占めており、官僚資本が国の主要経済部門を直接に掌握してい

た。1948年の官僚資本は国民政府支配地区工業資本全体の3分の2を占めており、国民政

府資源委員会の掌握下にあった工業の生産量は、鉄鋼90％、石炭33％、電力67％、セメ

ント45％、石油100％、非鉄金属100％であった。このほか官僚資本は、大銀行、鉄道、

自動車道路、航空運輸、独占的商社の大半を手中にしていた8）。

　これらは解放戦争の進展とともに、しだいに接収されたが、現代中国が成立した1949年

当初の国家没収企業は2858社、その生産労働者は75万人余りに達し、その結果全国大型

工業の総生産額のうち、社会主義的国営企業の占める比重は41．3％に達した。したがって

国営企業の主要項目の生産量は、発電量58％、石炭68％、銑鉄92％、鉄鋼97％、セメン

ト68％、綿系49％の比率を占めるまでになった9）。また鉄道、近代的交通運輸業、銀行業、

国内商業、対外貿易などの全部もしくは大半が国営企業に編入され、人民政府は主要な中

国経済の活動を掌握することになった。

　また、国営企業は、かって中国国内にお上どこ活動していた外国資本が所有していたすべ

ての特権を剥奪したことによって経営活動を強化した10）。すなわち、人民政府は外国資本

の特権を廃止し、人民政府の法律にしたがうとの条件のもとに、外国資本家にとっては守

りきれないような新法令・条例を公布し、しだいに経営困難に誘導して、休業、半休業、

破産または譲渡に追い込み、引揚げを余儀なくさせた。したがって、外国資本によって経

営されていた企業は自発的に経営権を放棄し国営企業化され、国営企業として再編成され、

その後に国営企業は経営体を転換させることになったといえる。

②協同組合型企業

　国営企業に次いで重要な地位を占めたのは、協同組合（合作社）型企業すなわち労働者

による集団所有の企業であった。この協同組合型企業は、労働者による集団的所有制の社

会主義的経営体または労働者による部分的な集団的所有制の半社会主義的経営体という2

つの性質の経営体であった11）。前者は共同綱領によれば、「都市と農村では購販協同組合、

消費協同組合、信用協同組合、生産協同組合及び運輸協同組合を組織し、工場、機関、学

校ではまず消費組合を組織する」12）経営体にあたる。後者は労働者による部分的な集団的

所有制の半社会主義的経営体であり、1954年憲法によれば、「個人経営農民、個人経営手工

業者及びその他の個人経営の勤労者を組織して、勤労大衆による集団的所有制に導く過渡
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的な形態である」13）というのがそれに該当するといえる。政府はこの協同化政策を極めて

重要視し、その発展に非常な努力を傾注した。

③資本主義企業

　政府は、資本主義体制下の企業に対しては、2つの異なる政策をとった。第1は、官僚資

本企業に対しては一律没収という手段をもって国有化した。第2は、民族資本企業に対し

ては没収政策をとらず、これを利用し活動を制限しつつ改造するという段階的順序をおっ

て次第に社会主義化する方針をとった。

　中国の民族資本は歴史的に帝国主義国家の資本とその協力者であった封建主義的・買弁

主義的経営活動をしていた企業からたえず圧迫されていたため、自ら成長し発展するため

には、それらの勢力と戦う必要があったといえる。それ故に中国の民族資本は、反帝反封

建闘争に同情的であり、ある時期には自らこの闘争に参加することによって政策遂行を側

面から援護する役割を果たした。共産党指導下の革命においても、民族資本家層は非敵対

的存在であったため、政府は、社会主義国家を目指す際にこれを利用・制限・改造する政

策を採ることにした。具体的には国家資本主義への過渡的形態としていたが、1954年憲法

によれば、「国家は、国家の行政機関による管理、国営企業による指導及び労働者大衆によ

る監督を通じて国の経済、人民福祉にとって有益な資本主義的商工業の積極的な作用を利

用し、国の経済、人民の福祉にとって不利をもたらすその消極的な作用を制限し、それら

をさまざまな異なった形態の国家資本主義経済に転化するよう奨励、指導して、資本家的

所有制を次第に全人民的所有制に変えていく」14）という方針であった。

④農民と手工業者等の個人企業

　農民については、土地改革の実施・土地改革によって封建的地主主導の生産関係を破棄

し、地主の土地は農民に分配した。1952年8月までに土地改革は基本的に完成し、全国約

3億の農民が約4，600万ヘクタールの土地を獲得した。土地改革は、私有権を前提とする地

域的均等分配であった。それが実行された後は、農民の土地所有権及びその他の生産手段

の所有権は、国家の法律によって保護されることが保証された15）。

　以上のように、現代中国は外国資本、官僚資本の没収、接収、収用などによって、国家

は工業、商業、運輸、資源、金融、貿易及び国家建設に必要とする一部の土地を法律的に

国家所有とし、中国経済を強力な国家中心の経済体系を確立した。そして、政府は「経営

範囲、原料供給、販売市場、労働市場、技術設備、財政政策、金融政策などの面において、

国営企業、協同組合型企業、農民及び手工業者の個人経営企業、私的資本主義企業及び国

家資本主義企業を調整し、社会経済全体の発展を促すために、各種の社会経済的要素が国

営企業の指導のもとで分業・協業し、それらがそれぞれの役割を果たすようにする」16）こ

とができる全国的な経済統一体系を形成した。
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（2）経済構造の調整

　第1次5力年計画に引き続く1958年からの大躍進政策は、急速な計画経済化政策であっ

たため、無理に無理が重ねられ、農工業生産労働者の意欲は頓挫し、経済成長目標が高す

ぎたことから、1959年から1961年にかけての国民経済は厳しい状況に追い込まれ、農業、

軽工業生産高ともに低下をした。さらに、3年（1959～1961年）連続の大災害が、経済的

窮乏を一段と厳しいものにした。

　1g56年、中国共産党第8期代表大会第1回総会は、1958年から1962年までの国民経済

発展第2次5ヵ年計画を提案した。その提案によれば、第2次計画の中心任務は重工業を

優先的に発展させることであり、これは社会主義的工業化の主たる目標であった。なぜな

らば、重工業は国の強大な経済力と国防力とを打ち立てる基礎であり、また国民経済の技

術的改造を成し遂げる基礎であると認識していたからである。1962年の農工業総生産額は

1957年計画の75％増、同工業生産額は約100増、同農業総生産額を35％増に増やすこと

が目標となった17）。

　1958年共産党第8期代表大会第2回総会において、社会主義建設への総路線が打ち出さ

れた。総路線では「鼓足幹勤、力争上游、多快好省地建設社会主義」（大いに張り切って力

いっぱい働き、もっとも高い目標を目指して、多く、速く、立派に、無駄なく社会主義を

建設する）とのスローガンが提起された。その方針のもとで、「大躍進」運動が繰り広げら

れたのである。

　前述のように、生産関係の社会主義改造は1956年に一段落し、農村では、「初級合作社」

から「高級合作社」へと人民公社化が始まった。人民公社は当初、協同組合の合併によっ

て組織単位の大規模化が行われた。これは1958年の共産党委員会決議において「小さな組

合が合併して大きな組合になり、これを人民公社に切り替えていく」ことが明確に指摘さ

れている。人民公社はいくつかの高級合作社を合併し、より大きな範囲で土地と生産手段

を共同共有にし、統一生産、統一分配を実施する政策が展開された。

　総路線、大躍進、人民公社を結びつけた急進政策に対しては、当初から多くの経済専門

家の間に批判があったが、党と政府はそれらの批判に対しては無関心であった。大躍進運

動の成果については、1958年の中国共産党第8期6中全会において概要が明らかにされて

いたが、公式実績は1959年の第2次全国人民代表大会第1次会議における周恩来の政府活

動報告で発表された。しかし、その報告で発表された統計には非常な誇張のあることが判

明した。また、1959年夏の自然災害、さらに旧ソビエト連邦技術者の総引き揚げ（旧ソビ

エト連邦の経済援助・技術協力の停止）という打撃が加わって、1960年の後半に大躍進運

動は崩壊した。

　そこで、1960年中国共産党中央委員会は「農村人民公社政策問題の緊急指示について」

を通達し、農村政策における急速な集団化政策の誤りを是正した。また、中国共産党は1961

年第8期9中全会を開催し、国民経済に対する「調整、強化、充実、向上」の方針を打ち

出した。その方針は要約すると、①農業生産が2年間連続してひどい自然災害に見舞われ
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たことに鑑み、1961年には全国が農業戦略の強化に力を集中し、国民経済の面では農業を

基礎とし、全党全人民をあげて大々的に農業を営み、食糧生産に取り組むという方針を貫

き、各方面から農業への支援を強化し、最大の努力をはらって農業生産の面でのよい収穫

を勝ち取ること、②人民公社の調整を強化し、社員が自然災害によって受けた困難をのり

こえるのを援助すること、③軽工業部門は原料不足の困難を克服し、新たな原料、資源を

開発して生産を増やし、国民生活の必需品の供給に努めること、④重工業方面は、基本建

設の規模を適度に縮小し、発展速度の調整、強化、充実、向上の方針をとること、⑤農村

の末端市場を活発化し、供給の状況を徐々に改めること、等々であった18｝。

　「調整、強化、充実、向上」の方針のもとに導入された主要な調整措置は以下の通りで

あった。それは①農業の増産、②軽工業と重工業の生産を合理的に割り振りし、出来る限

り日用品を増産する、③基本建設の戦線を一層短縮し、材料、設備及び人力を最も急を要

する方面に用いる、④都市人口と労働者職員の数を適当に減らし、まず農村からきた労働

者職員を農村に帰らせて生産に参加させ、農業戦線を強化する等々であった19）。

　以上は、重大な連続的自然災害に遭遇したため、農業生産計画を達成することができず、

その後の一定期間、重工業の発展テンポを適度に調整するとともに、基本建設の規模を縮

小し、それによってより多くの人力、物力、財力を農業支援にまわすことにより、生産と

建設の関係を調和できるようした。

（3）経済建設と社会主義工業化の目標

　1949年～1952年の期間は、長年にわたる抗日戦争と国民党との内戦によって破壊された

経済の復興が重点施策であった。他方、旧中国の支配者とはまったく異なった思想と政治

経済的基盤をもつ新しい指導者が新しい国家をつくりあげていく上で必要な基盤を築いた

時期でもあり、戦後の復興を終えた中国は、1953年から長期計画に基づく経済建設を開始

することになった。

　第1次5ヵ年計画は「社会主義工業化はわれわれ国家の過渡期における中心的任務であ

り、社会主義工業化の中心となる重要部分は，重工業の優先的発展である」と指摘したが、

その大中建設プロジェクトは921項目におよび、しかも156の重要項目（実際には150項

目を施工）が旧ソビエト連邦の援助を受けて建設された。この150項目の施工プロジェク

トの構成は、軍需工業44、冶金工業20、化学工業7、機械加工業24、エネルギー工業52、

軽工業と医薬業工業3で、軍需工業を中心とする重工業に集中にしているのに対して、消

費娯楽、医療保健、社会サービスなどの産業は樋めて限られていた。計画それ自体はほぼ

完全に達成された。特にきわめて少数の例外を除くすべての工業・農業生産物の生産高に

おいて計画目標は達成された（表1－1－2参照）。

　この時期の工業投資の主たる部分は、鉄鋼・機械を中心とする重工業、旧ソビエト連邦

援助による大型企業の建設に向けられた。その結果、工業の年平均成長率18％に対し、農

業のそれは4．5％にとどまった。農業よりも工業、軽工業よりも重工業の成長を優先的に発
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展させる傾向がみられた。

　また、第1次5ヵ年計画の方針の特徴としては、強力な申央集権管理の傾向が顕著であ

ったといえる。主要な計画はすべて中央が掌握し、地方政府による分権管理の余地はきわ

めて制限されたものであった。もちろん、集中的な統一指導・統一管理の方式は、国家計

画を協力に能率的に推進することができるという点での特徴をもっていた。他方、それは

その画一主義からくる各地区の現実の動向と変化を無視する欠陥をも内包するものであっ

た。当時の中国は、従来の経済構造に大きな変革をもたらす社会主義的改造が開始された

時期であり、加えて地域が広大なうえに、各地の経済の発展状況や資源分布状況が複雑で、

それぞれに差異があり、地方の特性に即応する弾力的で機動的な措置を必要としていた。

表1－1－21953年～1957年経済の増加率
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

1952年に対する
P957年の増加率

毎年の平均増加率

社会総生産 70．9 11．3

国民収入 53つ 8．9

農工業総生産 67．8 10．9

工業総生産 128£ 18

農業総生産 24．8 4．5

出所：董輔祀『中華人民共和国経済史（上巻）』経済科学出版社，

　　　1999年，274頁。

第3節中国の経済建設と国有企業

（1）産業政策と社会主義経済建設

　1949年から改革・開放までの産業政策は主に重工業育成へと傾斜していた。1952年の工

業生産総額は349億元、そのうち重工業は124億元35．5％を占めていた。1965年工業生

産額1402億元のうち、重工業の比率は48．4％、679億元となった。そして、重工業のウエ

イトが最も高くなった1978年、工業総生産額4067億元のうち、56．9％・2314億元が重工

業の生産額であった。その要因は当時の中国が置かれた国際政治、経済環境及び国内の政

治経済制度によるものであり、強蓄積政策、国防力の増強を目的として、工業化に必要不

可欠な基礎産業である重工業へ資本が投下された。

　中国における社会主義工業化の任務については、第1次5ヵ年計画において、その「社

会主義工業化の初歩的基礎」を建設するとされていた。第2次5力年計画の基本任務の第

一は「引き続き重工業を中心とする工業建設をすすめ、国民経済の技術的改造をおこない、

わが国の社会主義工業化の確固とした基礎を建設する」とされた。しかし、1958年第2次

5ヵ年計画の初年度となるはずであったが、大躍進政策は、国民経済全体を混乱させ、中国

社会に影響を及ぼす政策となった。

　前述のように、政府が打ち出した大躍進政策の総路線め下で、集中的指導と分権的経営

との結合、中央と地方、国家と国民とを結合し、大型事業と小型事業の向上と普及活動を
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結合することは、これらのすべてが工業に適用されるばかりではなく、その他の経済事業

と文化事業にも適用され、技術革命と文化革命の全事業に適用されるものとされた。

　大躍進政策は、工業と農業、重工業と軽工業、中央工業と地方工業、大型企業と中小企

業、洋法（近代的方法による生産）と土法（在来の旧式方法による生産）とを同時に並行

して発展させる（「二本足で歩く」方針の総称）という方法は、国民の積極性を全面的に発

揮させ、互いに協調し、各方面の努力によって、これを社会主義建設事業の上に集中させ

ることであった。この二本足で歩く方針のなかで、最も毛沢東路線の特徴とみなされるも

のが土法生産と洋法生産の同時発展であり、それを一般化したものが「小土群・小洋群」

である。

　小土群は、大衆の力でおこす在来の旧式な生産方式（土法）による小型企業であり、小

洋群は、大衆の力でおこす近代的で新式な生産方式（洋法）による小型企業を指す。この

土法と洋法を同時に発展させる方針は、あらゆる部門、分野に採用された。また鉄鋼業に

おける小土群・小洋群政策は以下のような特徴がみられた。①小さい、②設備、操作とも

土法を主にしている、③大衆路線をとり、多くの国民をこれに参加させることであった。

　しかし、工業、農業ともに、大躍進政策は失敗に終わった。農業は大凶作にみまわれ、

食糧生産高は1957年の1億500万トン、1958年の2億トンに対し、1960年には約1億

5000万トンにまで下がっていた。それまで中国は主に農業生産物を輸出することによって、

工業資材の輸入に必要な外貨を獲得していたが、その後は大量の食糧輸入にふみきらざる

をえなかった。

　また、元来中国の工業は沿岸地域と大都市に集中しており、その発展はきわめて不均衡

であり、「地大物博」（土地が広く物産が豊富）といわれるが資源の多くが未開発の状態に

おかれ、農村の過剰労働力を吸収する能力もなかった。また「一窮二白」（経済的な立ち遅

れと文化的な空白）といわれるような、資金不足と科学技術文化水準の低さ、そして6億

人（1953年）という人口は、工業化のための不利な条件であった。社会主義工業化の一般

原則を貫徹させるとともに、中国特有の条件のもとで急速な経済発展を実現する方法が求

められなければならなかった。そのためには、第一にあらゆる潜在力（資源、労働力、技

術、資金）を動員することが必要であり、第二に、多くの国民の創意性と積極性を動員し、

計画的な分業協力体制を実現することが必要であった。工業生産を原料資源の生産地に接

近させることは、社会的労働の生産性を高める道であり、農村の過剰労働力を吸収し、農

民を熟練労働者へ転換させることが容易になり、農村手工業にみられる伝統的な土法技術

を再生させ、分散した資金を生産過程に動員、機能させることが可能になる。大型企業は

建設期間が長く、大量の投資が必要であり、しかもその投資効果は早急には実現せず、大

量の原料を集中させる必要がある。しかし、中小企業は投資額が少なく、建設期間は短く、

投資効果も早く表れるのみならず、設備・設計も容易であり、製品も多様で市場需要に容

易にマッチさせ得るし、原料・市場への接近が可能であるため運輸費も少なく、かつ広汎

な農村労働力の吸収が容易であるなど、当面の重工業優先政策を補充する面で極めて有利
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であるとされた。

　大躍進政策は目標設定基準が高く、加熱成長の傾向が生じ、経済法則、計画、バランス

などあらゆる客観的合理性を無視することになったために、生産秩序の破壊、不均衡、経

済的にも社会的にも矛盾が深化し拡大した。

　また、1959年から1961年にかけての自然災害は、農業部門に大減産をもたらした。農

業は中国の経済発展の基礎であり、経済作物、副業原材料の減産は軽工業の生産にも大き

な打撃をあたえた。そこで、党と政府の経済政策に反省を促し、経済の合理性を求めると

いう調整政策への転換が要請されることになった。経済躍進政策の時期は、工農業併進の

方針があったにもかかわらず、依然として工業の発展は高い成長率を示し、工農業成長率

のアンバランスが生じるという問題点があった。そこで、このようなアンバランスを是正

し、工農業同時発展政策から「農業を基礎とし、工業を導き手とし、農業の急速な発展を

優先的発展と結合させる」国民経済発展の総方針を設定し、農業生産の回復を重点にして

工農業および工業各部門間の調整を行った。これは、計画、投資において、農業、軽工業、

重工業の順による国民経済諸部門の総合的均衡をはかることであった。それは主として、

農業支援政策の強化、工業化を躍進させる規模とテンポの縮小、経済の過度の集中体制の

緩和、経営管理方式の民主化をすること等々であった。つまり、現実を直視して実質的な

合理化政策を一歩一歩すすめ、国民経済の物質的基盤を強化するように切りかえたのであ

る。

（2）重工業優先政策

　後進国の経済、開発途上国の経済を速いテンポで工業化、近代化するためには、重工業

を優先的に発展させる工業化政策を採用することが近道であるという考えが旧ソビエト連

邦の主張であった。現代中国は社会主義社会を建設し、その基礎の上に共産主義社会を樹

立することを、党と政府が目的としていたため、何をおいても社会主義経済の建設、すな

わち、社会主義的工業化の実現と、農業、手工業、資本主義的商工業分野を社会主義体制

に組み込むための改造を、数多く、速く、立派に、無駄なく推進することを過渡期の総路

線とした。中国は建国直後の3年間の経済復興段階がほぼ完了すると、重工業（中国の統

計では重工業は資本財や中間投入財の生産部門で、その中に鉱業、電力・ガスも含まれる）

に優先順位をあたえる工業化中心の第1次5ヵ年計画が実施された。

　毛沢東は「工業が存在しなければ、強固な国防も、人民の幸福や利益も、国家の富強も

存在しない」20｝という認識であった。中国共産党もその党規約のなかに、過渡期の総路線

を達成する方法として、「計画的に国民経済を発展させ、できる限り速やかに工業化を実現

し、系統的に順序をおって国民経済の技術的改造を行い、国家としての強大な現代的工業、

現代的農業、現代的交通運輸業及び現代的国防力をもつようにすることである。工業化を

実現し、国民経済を絶えず高めていくためには、重工業を優先的に発展させなければなら

ない」21）と規定していた。

31



　前述のように、現代中国成立後、農業部門が圧倒的な比重を占め（1952年）、農林水産業

は「国民収入の57．7％、労働力の83．5％を占めていた」。しかし、立ち遅れた農業国から社

会主義工業国に発展するためには、自立的な経済再生構造を早急に確立しなければならな

かった。そのため、生産財生産部門、つまり重工業を優先的に発展させることで、農業・

軽エ業の発展を促し、長期的に高度成長を果たして行こうとする重工業優先戦略が推し進

められた。

　第1次5ヵ年計画（1953年～1957年）では、国家財政支出計画の40．9％、また国家投

資「基本建設投資」計画においては58．2％が工業投資に振り向けられた。国家による工業

投資の88．8％が重工業にあてられ、とりわけ、重工業中心に旧ソビエト連邦からの156援

助項目に集中的な投資が行われた。その結果、第1次5ヵ年計画において、重工業は年平

均25．4％（軽工業12．8％）の成長を果たし、産業構造は大きく変化した。1949年には農業、

軽工業、重工業のそれぞれの比率（工農業総生産額に占めるそれぞれの生産総額の比率）

は70％対22％対8％であったが、1952年にはそれぞれ58．5％対26．7％対14．8％となり、

1957年には43．5％対29．2対27．3％へと、重工業の比率が飛躍的に高まった。

　政府は重工業優先発展戦略に必要な農産物の供給と蓄積を保証するために、「食糧をカナ

メとする」スローガンの下に、農業食糧生産の発展に力を入れ、食糧供給力の拡大を求め

た。同時に「統一買付、統一販売」政策と計画的資源配分メカニズムを通して、都市と工

業の発展に必要な食糧供給と工業原材料の供給を保証していた。

　重工業は主に機械、石油化学、自動車といった産業部門であったが、当時の中国は国家

安全保障という目的が上位にあり、重工業傾斜も立地選択から技術開発まで、基幹産業の

連関効果は軽視されていた。基幹産業の確立にもっとも中心的な部分である技術について

は、「独立自主、自力更生」といった閉鎖システムでの開発であった。その一方、国民生活

の物的水準の向上と直接に関連している軽工業投資は後に回され、腕時計や自転車以外の

商品開発や生産能力の拡大はほとんどなされなかった。

　以上のように、1949年から改革・開放政策に至るまでの中国の産業政策は、主に重工業

育成へと傾斜していたため、産業構造は建国当時の農業国から、エネルギー、原材料、軽

工業、建材、重化学工業などの部門がほぼ揃った工業体系に転換した。そして、これら産

業構造の転換を政府が推進したため、重工業を中心とした第2次産業が拡大し、ここに中

国における現代的な工場労働者が誕生したといえる。

（3）文化大革命の経済活動と労働者に与えた影響

　1966年から中国は政治・社会運動としてプロレタリア文化大革命に直面し、その後の10

年間にわたって中国のあらゆる分野に多種多様な波紋と影響を生起させた。

　1967年、紅衛兵が「革命経験の交流」と称して全国に分散し、地方の党組織、政府機関、

工場、鉱山などの責任者や幹部に闘争を仕掛け、文化大革命は経済活動を巻き込む運動に

なった。例えば、紅衛兵は、地方の党組織、政府機関、企業、労働組合などに対して、反
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毛沢東分子、修正主義者、ブルジョア階級を打倒するという名目で、従来からのそれぞれ

の部門の幹部、管理要員、技術者などを逮捕し、人民裁判にかけて追放した。

　文化大革命により工場などは、①工場の操業低下、あるいは生産の中断、②労働者が職

場を離れ、文化大革命のためにということで輸送機関、公共資材、企業資金や物資を勝手

に流用した、③運輸部門が造反派に占拠され、作業を妨害されたため、原料、資材、製品

などの集中分配計画が混乱し、中断した、④計画部門、管理部門、技術部門の上級幹部が、

思想傾向だけで何の基準もなく、降級、停職、解職、追放され、業務、生産性向上、質的

改善など、様々な領域に悪影響を及ぼした。

　文化大革命時における毛沢東の経済路線は、社会主義国家を建設するにあたっては常に

人の思想改革を第一義的な地位におくことを方針とした。また社会主義制度の真の目標を

達成するためには、物質的発展が必要ではあるが、その方式や方法は、資本主義的な方式

や方法であってはならないとする。すなわち、工業は発展させるが、資本主義経済がやっ

てきた資本と機械、物質的投資や技術にのみ依存するのではなく、人間の思想の革命化（イ

デオロギー）、情熱（道徳的インセンティブ）、大衆の力の発揮（人間的要因）に依存する。

それによって、「精神は物質的力に転化する」という思想に基づいていた。

　さらに、専門性よりも革命性を優先させ、技術よりも思想イデオロギーの昇華により、

人民のため、世界革命のため、そして社会主義のために、生産を行い、より高い目標へ大

衆を導いていくように努力する。自分は他人のために働き、集団のために働き、全体のた

めに働き、そしてその代償を他から求めない。賃金、ボーナス、報償金などは、労働の対

象としない。すなわち、物質的報酬を目標として働くことになると、自分の利欲が主とな

り、他人を蹴落しても有利な地位に立とうとし、結局特権を得ようとし、特権を得たもの

が新しい階級を構成することになると受けとめられていた。ここでの思想、労働環境は労

働者の労働に対する姿勢、モチベーションに多くの影響を与えたといえる。

　文化大革命の10年間の抗争によって、中国の人的資源は重大な損傷を受けたといわれて

いる。多くの技術者及び管理の専門家はそのポストから追われた。10年間の空白と抗争は

肉体的にも精神的にも大きな損失となった。しかも彼らが職場に復帰した時、年齢的には

すでに高齢化しており、他方、新しい人材を養成する教育機関は事実上その機能を停止し

ていた。

第4節企業管理体系の確立

（1）国営企業の経営管理刷新と労働者のモチベーション

　社会主義的国営企業を創出する過程においては、官僚資本の企業や資産を国家所有に改

造するだけではなく、企業内部の民主改革と生産改革が必要であった。すなわち、国とし

て生産を急速に回復発展させるためには、従来の企業管理機構を直ちに破壊するのではな

く、徐々に改革を進める手段が選択された（前述）。それは生産の回復、発展には有効であ
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ったが、官僚資本期の管理制度、職員と労働者の対立、機構の腐敗などが残ったため・そ

れを解決するために民主改革と生産改革に取り組むことになった・

　民主改革としてとられたのは次のような改革であった。①企業に対して軍事代表を派遣

して監督するという間接的管理をやめて、国家が任命して派遣する責任者による直接的管

理に改める、②労働者を指導して立ち上がらせ、労働者を奴隷化していた古い制度・たと

えば紡績工場の身体検査制度、炭鉱の親方制度等を廃止する、③相互批判によって職員と

労働者の関係を改め、企業管理の面で労働者大衆に頼ろうとしない思想の克服・④労働者

代表が参加する工場管理委員会、従業員代表者会議を設け、初歩的なことから労働者に工

場管理に参加させる、⑤労働に応じて分配する原則で賃金の初歩的調整をし、生産の発展

を基礎として労働者の生活を改善する。

　以上の民主改革の結果、労働者の階級意識と生産意欲は高まり、労働者、職員が企業の

主人公として生産競争の運動を展開し、先進的経験に学んで生産改革に取り組んだ。

　生産改革は民主改革の延長であって、①科学性をもった分業の導入、②社会主義の原則

に基づいた計画的管理の実行と、企業計画を国家計画に正しくかみ合わせる、③合理的生

産ノルマを作り出す、④資産の登録、資金の査定、経済計算制の健全化等であった。

　民主改革と生産改革を通じて買弁的官僚資本主義の生産関係の残淳が次第に除かれ、社

会主義的生産関係が強化されることになったとされた。

　一方、国民経済の発展及びそれに即応する企業の経営管理の発展は、大部分の企業が国

民経済復興期（1949年～1952年）において、解放前の生産水準を突破した。国営企業では、

こういった経営管理の発展の要請に対応して、旧ソビエト連邦の経営管理の研究の成果を

学ぶことが、当時の重要な課題であるとされた。それは、直接支援にきていた旧ソビエト

連邦の技師から学ぶと同時に、企業の経営管理関係の著書・論文の翻訳紹介を通じても学

び取られた。また、旧ソビエト連邦の経営管理文献の翻訳紹介と同時に、すでに国民経済

復興期より、国営企業間の先進経験の交流、経営管理の実務的知識の必要性などといった

要請から、中国人自身の手による多くの著作が刊行された22》。

　1958年から大躍進運動にともなって導入された工場管理制度は「両参・一改・三結合」

23）のスローガンの下で行われた企業管理革命化運動である。労働者の管理参加は全体の方

針や計画決定だけでなく、各職場の管理（生産の段取り、労働の計画、統計作成、製品検

査など）を自らやることになった。そこで生産小組（労働単位）が工場の基礎管理単位と

して重要なものとなり、「廠（工場）→車間（部門別作業場）→工段（工程別職場単位）」

の3級管理は、「廠→車間→生産小組」の3級に改編された。この変化は労働者が現場の管

理を完全に握ったことを意味し、従来管理職員が閉鎖的専門職であったのを、労働者の現

場管理の指導者にかえ、管理者の労働参加を定着させる基盤となった。大躍進期における

「両参・一改・三結合」の企業管理方式を定着化させたのが「鞍山憲法」24）であった。

　しかし、大躍進政策は挫折したが、大躍進を一時的に実現させたものは、社会主義建設

の総路線のなかの、「鼓足幹勤」（張り切ってカー一杯働き）、力争上游（より高い目標を目指
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す）という主体的、かつ積極的に大衆運動を展開した結果であったといわれる。総路線の

他に、「多快好省」（多く、速く、立派に、無駄なく）社会主義を建設するという・客観的

合理性も用意されていた。

　以上の取り組みにもかかわらず結局は大衆路線がすべてに優先し、財力、物質、技術な

ど経済的要因は、大衆の革命的情熱によって無視されてしまった。共産党と政府は、従来

の方針を変更し、調整政策を展開した。そこで、経済の計画体制を再建すること、集中指

導を強化すること、労働規律を高めることなどである。そして、工場長の指導権を強化し、

工場を経済的方法で管理しようとする引き締め政策が打ち出された。その一例として1961

年7月党中央制定の「工鉱業企業工作条例」25）（工業企業70か条と略称）があげられる。

　1966年から始まったプロレタリア文化大革命の運動が高揚するとともに、各企業の事情

に合わせて工夫を加えつつ、全国的に広がった。労働者が生産職場を自主管理し、管理職

の数が3分の1にも減るという方針が打ち出され、幹部がノルマの決定、計画の編成、生

産の調整、在庫の管理などをするために、生産現場へ赴いて現場の意見を聞きながらやる

ようになった。

　文化大革命の過程で、「両参制」が定着すると、例えば、賃金制度では出来高払いや奨励

金、報奨金など物質的刺激による方法は斥けられた。工場の各職場は、「友誼第一、競争第

二」というスローガンを掲げるようになった。社会主義競争のあり方は、組や班の競争で

はなく、先進が後進を援助するというようなことに変わり、物質的刺激によって競争する

職場の険しさが解消されることになった。

　文化大革命の結果、生産競争はするものの、友誼第一を確認し、優秀者を表彰して名誉

を讃えるが、賞金などは出さない。それによって、職場の雰囲気が良くなり、大切なこと

は友誼であって、集団を愛し、国を愛する精神であるとした。現代中国の労働者の労働観、

労働者のモチベーション、それに影響を与える経営風土を複雑にしている要因の一側面は、

プロレタリア文化大革命期における施策にあったと思われる。

（2）党委員会指導の下での工場長制度の導入と労働の場に与えた影響

　中国国営企業は、生産手段、生産物のすべてを国家が所有する社会主義的全人民所有制

の経済下での経営活動をしている組織である。国家の統一的な計画と指導のもとに経営さ

れ、社会全体の物質的・文化的需要に奉仕するとしていた。その生産の成果は、生産手段

の減価償却、拡大再生産のための蓄積、労働賃金などを控除した後の利益は国家に上納し、

国家の委任という形で、きわめて限定された範囲で一定の権限が付与されていた。

　国営工場等は、中央政府経済関係各部所属と地方政府（省、直轄市、自治区、市・県）

所属に分けられて管理され、各所属上級機関によって工場長は任免される。したがって、

法制的には工場長はその企業内において全権をもち、すべての事項について最終的責任を

負い、人事権も工場長の手中に委ねられるという旧ソビエト連邦的規則・制度に基づいて

管理されていた。例えば、1953年重工業部指示の形で次のような工場・鉱山の責任制度を
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施行され、責任制度は以下の通りである。①行政上の単独責任制、②技術責任制、③生産

調整指導責任制、④設備保持・検査補修責任制、⑤安全技術責任制、⑥材料供給責任制、

⑦コスト財務責任制等であった26）。

　企業には企業長・工場長責任制度に基づいて、統一的な生産行政の指揮系統が確立され、

生産や行政の管理面では企業の行政上の指導者（つまり企業長・工場長）がその権限を効

果的に行使できるように組織化されていた。すなわち、旧ソビエト型企業管理はそのまま

中国に導入していたといえる。しかし、実際には大衆路線の強化、官僚制度への反対、旧

ソビエト方式の批判、管理制度の民主化など、行政の責任者の考えにより工場長の役割も

権限も一定していなかった。

　第1次5ヵ年計画の実施にともない、旧ソビエト連邦に倣って、企業長単独責任制「一

長制」が導入された。一長制では、企業の経営管理のすべての権限・責任は企業長（工場

長）に集中され、従業員はその指揮下におかれた。一長制は、まず東北地区で実行され、

1953年後半、全国の地区において普及、拡大した。企業長が組織上の最高経営者となり、

企業を指導する立場にある党組織からほぼ独立することになった。その後、この体制は党

の指導力を弱めるとの批判を招くことになった。

　毛沢東は「われわれの事業を指導する中核的な力は中国共産党である」としていたが、

工場長単独責任制は党の指導を弱め、大衆路線を否定することになり、官僚主義をはびこ

らせる「修正主義的」企業経営を意味することになった。つまり、工場長単独責任制の本

質は工場長1人が企業の管理権と生産指導権を独占することであり、党組織を工場の指導

的地位の外においている（党の指導を否定すること）、工場長は少数の専門家（技師や技術

者など）の意見にしたがって工場を管理し、一連の規則・制度で労働者の積極性を抑えつ

けて大衆の役割を否定することにほかならないと考えられ、企業内で党を中心とする集団

指導と個人責任制とを結合させた指導制度、すなわち企業内党委員会の集団指導下の工場

長責任制を打ち立てることになった。そして一長制に代わり、企業の党委員会の集団指導

の下での工場長責任制を導入することが1956年の中国共産党第8回全国大会で承認された。

　同大会における劉少奇報告によれば、党委員会を中心とする集団指導と個人責任制を結

びつけた指導制度を打ち立てること、すなわち、重大な問題は全て集団的に討議した後全

員で決定し、日常の仕事はすべてそれぞれ係をきめ分担し、責任をもつようにする。企業

の指導者、企業の党組織、行政組織、労働組合組織、青年団組織はいずれも企業の当面の

任務を大衆にはっきりと説明し、大衆を動員して、社会主義的競争と先進生産者運動を繰

り広げ、合理化提案を出させ、たえず仕事を改善させるようにする27）。

　これによって、党委員会集団指導下の工場長責任制が採用された。それは企業長、工場

長は依然として企業行政上の権限と責任をもってはいるが、しかし、企業内党委員会の指

導と監督のもとにのみ発揮され行使される責任制である。すなわち、党委員会指導下の工

場長責任制は、企業の重大問題は必ず党委員会の集団討議によって決定することを要求し

ており、如何なる個人の独断専行も許されないということである。党委員会指導下の工場
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長責任制は工場長責任制を民主集中の管理制度の基礎の上におき、企業の管理運営を合理

化させる目的である。

　党委員会指導下の工場長責任制の下では、党委員会が企業に課せられた国家計画や諸任

務を達成するための思想教育や政治指導を行い、工場長は業務の責任を負うという両者の

役割分担が想定されていた。しかし、想定されたこの役割分担は、大躍進期（1958年～1960

年）には、政治優先の旗印の下で、企業管理活動の意思決定と指揮権は党委員会に集中さ

れ、党がすべてを指導する体制となった。その後、大躍進政策が挫折し、全面的な経済調

整を余儀なくされた。1960年代前半には、工場長を頂点とした生産指揮系統の立て直しが

図られたが、党委員会指導下の工場長責任制という企業体制の枠組は変わらなかった。

　プロレタリア文化大革命期（1966年～1976年）には、企業管理の政治主義化は再び復活

した。この時期に、毛沢東が大躍進期の鞍山製鉄所での企業管理経験を総括した「鞍山憲

法」が、企業管理原則として提唱された。その鞍山憲法にあげられていた政治優先、党指

導の強化、大衆運動の展開などの実現を保障する企業指導体制として、革命委員会制が出

現し、党委員指導下の工場長責任制に取って代わった。革命委員会のメンバーは一般に企

業の党委員会のそれと同一人物であり、党委員会書記が革命委員会主任を兼ねていた。こ

うして革命委員会は実質上党委員会の機能を果たしていた。党委員会での書記は絶大な権

限を持ち、革命委員会はのちに「党書記一長制」と呼ばれるようになった。このような革

命委員会体制の下で、党はその指導強化を建前に企業管理の業務に関与していた。

　文化大革命の終焉後、革命委員会は廃止され、党委員会指導下の工場長責任制が再確認

され、復活することになった。党の業務と企業管理業務の分離が改めて強調され、工場長

を中心とした専門的管理要員による強力な企業管理体制の確立が求められた。

　工場長制度をめぐる一連の動きは、現代中国の企業経営、経営管理のすすめ方、管理者

の行動スタイルに影響を与え、それは労働の場にも種々の影響を与えることになり、労働

者のモチベーションにも影響を与えた過程であったといえる。

（3）国有企業の管理原則と労働者に与えた影響

　中国国有企業の管理上の根本制度は、民主集中制28）と大衆路線29）の結合を特徴として

いた。すなわち、あらゆる企業は、党と国家の統一指導と統一一計画に服従するとともに、

厳格な労働規律によって多数の人の意志と行動の統一を保障し、同時にまた労働者・職員

大衆の主体性と積極性を十分に発揮させ、大衆の監督作用を発揮させ、大衆を吸収して企

業管理に参加させることであった。つまり、集中があって民主があり、規律があって自由

があり、統一意志があって、個人があるという中国の民主集中制の組織・指導の原則を、

企業管理制度にも拡大適用したものである。

　中国において国家の諸機関は「行政」と呼ばれる。主な生産手段が全て公有化されてい

るゆえに、ここには、政府の行政機構から、各種産業部門の全企業までがこれに含まれる。

経済活動に限っていえば、経済計画の作成を担当する国家計画委員会、計画執行の管理面
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を担当する国家経済委員会、下部組織として経済活動を実際に行う企業内管理組織までが

「行政」に入る。これがいわば経済活動の日常業務を営む。さらにこれを管理・指導する

もの、すなわち、経済政策の基本方針を決定するなどの任務を行うのは、全国人民代表大

会（国会）および国務院（内閣）である。

　中国において「行政」の上に存在するのが中国共産党の組織である。それゆえ権力機構

が二重構造になっており、共産党は行政を「指導しかつ監督」する。すべての組織内に共

産党の末端組織としての「党委員会」がある。その最高責任者は「書記」であり、書記は

常駐の職員である。共産党の「基層組織」とよばれる組織は、工場及び鉱山等の各企業、

人民公社の生産大隊、各級政府機関、学校、商店、居住区、人民解放軍の中隊等にある。

　党委員及び党書記は日常業務に直接関与するものではなく、その役目は「監督しかつ指

導」することにある。彼らは共産党の上部組織によって任命され、そこから直接与えられ

る指令や情報に基づいて行動する。

　企業管理制度の改革で導入された労働者の工場管理への参加の歴史は、人民民主主義展

開の歴史でもある。それは建国後の民主改革、生産改革という大衆運動からはじまったと

いえる。民主改革は工場内に労働者の権利を確立することを目指すものであり、旧来の資

本主義的・半封建的搾取制度と位置づけられた制度を改めて、工場管理委員会と従業員代

表会議が設立された。

　従業員代表大会制度を導入した目的は、企業管理制度が「すべての企業は党と国家の統

一的指導と統一的計画にしたがい、そして厳格な労働規律によって何百何千万の人々の意

思と行動の統一を保証し、同時に従業員大衆に主体性と積極性を十分に発揮させ、大衆に

監督としての機能を発揮させ、大衆を企業の管理に引き入れ参加させる」30）ということで

あった。すなわち、従業員の生産に対する責任感を高め、よりよい生産任務を達成させる

とともに、大衆の知恵と指導者の経験を結びつけるという主張のもとに、一長制の独善や

行き過ぎ、または官僚主義によって生ずる弊害を大衆的監視によって防止しようとしたの

である。

　また、社会主義生産関係のもとにおいては、労働の性格が根本的に変わり搾取から解放

された労働となると受けとめられていた。具体的には、企業の管理者には労働者の代表が

なり、労働者は自己とその国家のために働くことになる。さらに労働者の地位は労働と個

人的能力によってきまる。したがって、労働の性格と労働者の地位が変わると、労働者の

労働に対する考え方が変わり積極性や創造性がでてくる。労働者は労働を名誉なものとし

て受け止め、労働組合組織などを通じて積極性を発揮するようになる。生産計画の超過遂

行、合理化提案など一連の大衆生産活動として把握されたものがその成果である。労働者

は生産性向上のための大衆生産活動に、積極的に活動すると評価の対象とされた。

　さらに、国営工業企業における大衆路線は、労働者・職員大衆が企業の「主人公」であ

るという見解のもとに、指導幹部はあらゆることについて労働者と相談し、労働者の意見

を聞くことを求められた。すなわち全ての管理工作は、例えば、上級の指示の執行、国家
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計画の完成、工作の按配、管理機構の設置、規則・制度の制定などを如何にするか等など

については、「すべての大衆の中から来て大衆の中へ行く」という原則に基づいて、大衆の

意見を広範に求め、大衆の経験に基づいて行い、少数の人に頼る単純な行政命令でことを

行うようなことはしないということであった。

　民主改革は、労働者をして企業の主人公としての地位を明確にし、労働者の労働意欲の

向上を促す要因となったとされている。労働意欲の向上は、労働者を低い地位からの解放

と利益に合致する労働を条件とした社会主義的労働意欲の向上であって、資本主義的労働

意欲の向上とされた施策とは異なるという認識がなされた。国有企業が導入した管理原則、

生産改革は労働の場を大きく変革させる要因になり、また労働者のモチベーションにも多

くの影響を与えた施策、取り組みであったといえる。
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第2章改革・開放政策と中国経済及び企業の経営活動に与えた影響

第1節　経済政策の転換

（1）経済政策の調整期

　1978年12月、第11期3中全会（中国共産党中央委員会第3回総会）は「文化大革命」

の収束と国家方針は階級闘争から経済建設へ転換することを打ち出し、「経済改革・対外開

放」政策の導入を決定した。

　1979年4月の中国共産党中央委員会が開催した中央工作会議は「調整、改革、整頓、向

上」の8字方針を基に、国民経済の全面的調整を行うことを決定したが、その具体策とし

て、新しい基本建設プロジェクトの認可中止、建設中のプロジェクトの削減と建設投資の

抑制、一部の地方企業、郷鎮企業の生産拡大計画の見直し、農業多角化経営の促進をあげ

た。ここでの「調整」とは、産業構造や蓄積と消費の比率など、経済各方面のアンバラン

スの是正を意味しており、「改革」とは、これまでの計画経済体制と行政的方法による中央

集権的な国民経済の管理・運営制度の改革を意味していた。そして「整頓」は劣悪な企業

や時代遅れの組織、制度、慣例などの整理を意味し、「向上」はあらゆる面での効率の向上

と人民生活の向上を意味した1》。これらは経済発展戦略面においては、従来の高蓄積、低消

費を通しての重工業優先の高速度成長からの転換、すなわち農業、軽工業の発展による重

工業とバランスのとれた安定成長、消費と国民生活の向上、量的拡大ではなく質的・効率

的向上への志向を意味していた。

　中国の経済改革は、計画経済体制による商品経済、市場メカニズムの導入による経済効

率の向上と経済の活性化を目的としていた。改革政策は「価値法則の役割を重視する」こ

とから始まり、地方と企業への権限委譲、政府と企業の分離など、従来の制度での過度な

国家管理の弊害を認め、企業の自主性と市場機能を経済運営に取り入れる方針をとること

とした。

　1979年4月の中央工作会議は、国民経済調整の8字方針を確認した上で、今後の経済発

展の重点分野を農業、軽工業、エネルギー、運送業の4分野と定め、その他の分野では基

本建設項目を抑制する姿勢を強めた。1981年3月に国務院は、「基本建設の計画管理を強

化し、基本建設の規模を統制することにっいての若干規定」を公布し、「投資資金を大幅に

圧縮し、建設プロジェクト数を削減すること」2）に重点を置いた。

　一方、農村では、長年の人民公社制度により、極めて低い水準に抑えられていた農民の

所得水準を上げるために、農産物の買い付け価格が大幅に引き上げられた。また、都市部

では、社会安定を維持するために、穀物を中心とする農産物の消費者価格の引き上げをお

こなった。そのため、農産物の買い付け価格と消費者価格との間に逆ザヤが生じ、さらに

国の財政赤字が大きく増大することになった。このような状況に対して、1982年から、金

融緊縮を中心とする経済引き締め政策の実施を決定し、膨張する建設投資の圧縮と財政赤
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字の削減に取り組むことになった。

　1g82年の第12回党大会報告は、「計画経済を主とし、市場調節を従とする原則を正しく

貫くことは経済体制改革における根本的問題である。国民経済の健全な発展を保証するた

めに、われわれは指令的計画、指導的計画、市場調節のそれぞれの範囲と限界を正しく区

分し、物価の基本的安定の維持を前提に、価格体系と価格管理方法の段階的な改革、労働

制度と賃金制度を改革し、わが国の実情に合った経済管理体制を確立しなければならない」

と指摘した。これらは、計画体制の中に市場原理を徐々に導入し、市場における調節が国

民経済において果たす役割の方式と道筋を模索しはじめたことを示すものであった。しか

し、「計画経済を主とし、市場調節を従とする」3）考えは、依然として計画経済を社会主義

経済の本質と位置づけ、計画手段の基礎的役割を強調するものであり、市場メカニズムは

一部の補完的地位に限定されていた。

　1984年10月中国共産党第12期3中全会は「中共中央経済体制改革に関する決議」を採

択し、社会主義経済に対しては「公有制を基礎とした計画的な商品経済である。商品経済

の十分な発展は社会経済の発展を飛び越すことのできない段階であり、わが国経済の現代

化の必要条件である……計画経済を実行すること、価値法則を運用し、商品経済を発展さ

せることとは、互いに排斥しあうものではなく、統一的なものである」4》と明確な位置づけ

をした。ここに商品経済理論の基礎が確立され、中国の改革は新たな段階に進んだといえ

る。

　1987年1月胡耀邦書記は失脚し、計画主体論者から市場調節重視の改革志向への批判が

起こったが、趙紫陽書記は郵小平の支持の下でこれを克服し、1987年の第13回党大会報

告において、「国が市場を調節し、市場が企業を誘導する」5）政策を提起することになった。

これは中国の経済体制改革の目標を積極的に模索するために、この時点で、中国政府がす

でに、市場メカニズムを補完的手段という認識から、さらに視野を広げ改革を推し進める

決意を示し、市場メカニズムの模索段階に入ったことを示している。

（2）対外開放政策の導入

　1950年代の対外経済関係においては、重工業を中心とした工業化と旧ソビエト連邦への

協調・依存という状況のなかで、積極的な対外貿易志向の政策が追求された。経済政策と

外交政策とが結びっき、中国の貿易は旧ソビエト連邦を中心とした共産圏内貿易に傾斜し

ていた。中国の対外貿易総額は1950年代の10年間に4倍近く増大しており、一貫して生

産財の優先輸入の方針が実行された。一方、経済復興期、第1次5ヵ年計画期、大躍進期

を通して、米国を中心とした非共産圏諸国による対中国戦略物資の禁輸措置を受けたもの

の、旧ソビエト連邦からの経済・技術援助を活用して経済の回復と建設を推進した。

　1960年に中ソ両国は、イデオロギー論争が契機となり、旧ソビエト連邦の技術者は中国

から引き上げ、同国からの経済・技術援助も事実上停止された。それに加えて大規模な自

然災害、大躍進政策の行き詰まりによって、中国経済は困難な状況に直面することになっ
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・た。中ソ両国の緊張関係に伴って中国は、外国の経済・技術援助や対外貿易に依存するこ

と自体に対する抵抗感を強め、独立自主・自力更生による経済建設に取り組み対外経済政

策には基本原則を強調するようになった。

　独立自主・自力更生による経済建設に対応した対外経済政策の目標や貿易の基本原則は、

1970年代に入り、国際環境の顕著な改善が契機となって、長期にわたる米国の経済封鎖下

にあった中国の姿勢も急速に柔軟になり、従来とは異なる政策となって展開されることに

なった。

　文化大革命以降の中国の経済・貿易部門は「洋奴哲学」批判から脱したことで開放政策

が奨励されたが、対外経済・貿易政策が根本的に転換したのは1978年の対外開放政策の導

入によってである。同年に従来堅持してきた外国の援助、借款、投資は受け入れないとい

う基本原則も外国資金を積極的に活用するという方向へ大きく修正された。これらの施策

は、慎重に輸入代替と輸入極小化の政策を追求してきた従来の政策に代わって、必要物資

の輸入のための輸出の確保、外貨獲得ということのみならず、外国からの資本参加と技術

移転を通して現代化へのテンポを速めようとするものであった。

　1979年、深Yll、珠海、汕頭、アモイの地域に経済特区を設け、1984年5月に中国共産

党中央委員会と国務院は「沿海一部分都市座談会紀要」を批准し、全国にその通知を出し

た。この紀要によって、天津、上海、大連、秦皇島、煙台、青島、連雲港、南通、寧波、

温州、副州、広州、湛江、北海などの14の沿海都市が対外開放都市として指定され、外資

利用の審査権、経済技術開発区設置権などの面で特別権限を授与された。経済特区の4つ

の地域と14沿海都市は経済発展に大きな成果をあげたが、制度面の制約要因が多く、意識

と政策面での質的転換を求められていた。趙紫陽の提起した発展戦略はそれに応えるもの

であり、主な内容は次の各施策であった。

①労働集約型産業の発展重点

　従来は生産物経済に力点がおかれ、また政治優先の経済政策がとられていたため、重工

業の発展は推進されたが、工農業間のバランス、または重軽工業のバランスが問題とされ、

生産要素面から分析する発想はほとんどなされていなかった。商品経済が発展するにとも

ない、とりわけ1984年に社会主義体制下による商品経済の推進が決定されてからは、従来

のマルクス主義経済学には存在しなかった商品経済からのアプローチ、分析法が応用され

るようになった。20世紀末から21世紀初頭にかけての中国の発展段階では、労働集約型産

業に比較優位があり、それに重点を置くことが経済法則、つまり価値法則に則ったやり方

であることが明らかになったといえる。

②外向型経済の推進

　趙紫陽の報告では、「両頭在外」（原材料を輸入し、製品を輸出する）という言葉で表し

ているが、沿海地域経済発展戦略の重要な点は、国際分業に入っていくことであり、つま
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り外向型経済を目指すことがはっきりと打ち出された。

③外国企業の直接投資導入に重点

　経済特区、沿海開放都市、沿海経済開放区など、対外開放地域は徐々に拡大されたが、

その核心は外資系企業の導入にあった。その政策は大きな成果を収め、中国経済の活性化

に大きな貢献をしたといえる。しかし、中国の投資環境、とりわけソフト面の投資環境が

不十分なため、日米欧の大企業及び多くの中堅企業は中国進出を決断しかねていた。そこ

で、報告は、外資利用の重点は直接投資の導入にあることを重ねて強調し、三資企業、す

なわち、全額の外資企業、合弁企業、合作企業を大いに発展させるべきであるとした。そ

して、それには投資環境を大いに改善する必要があり、外国企業家が世界の大多数の国に

おいて企業を管理する場合と同じような環境を作るべきだと指摘していた。

④外国の企業家の力を借りてコネクションを遮断

　外向型経済を実現するには、企業の経営改革を必要とする。その場合、外国の企業家を

大胆に起用すべきであり、合弁企業の社長には、管理経験のある外資側にさせるべきであ

ると指示した。その利点として以下のような点があげられていた。「国内の古い体制の束縛

を脱し、コネクションのしがらみを断って、厳格な管理を行うことができる」という点で

あった。

⑤当面は外向型経済の主力に郷鎮企業を期待

　中国経済の主力は絶対的ウエイトを占める大中型国営企業であり、長期的にみれば、外

向型経済の主力は当然所有と経営の分離の改革を経た大中型国営企業になるであろう。し

かし、「わが国の現在の経済環境では、大中型企業を一気に大幅に活性化しようとすること

は難しい」。それに対して、郷鎮企業は、生まれながらに損益自己責任の体制をとっており、

生存競争意識が大変強い。そこでは市場原理が作用し、柔軟性があって経済効率も大変よ

い。また、郷鎮企業は海外市場の需要に見合った製品の生産に努力するため、その輸出高

は飛躍的に増大していた。さらに、趙紫陽は「沿海地域の輸出による外貨獲得総額に占め

る郷鎮企業の割合は、直線的に上昇し」、それはすでに「労働集約型産業を発展させ、沿海

地域を外向型の軌道に乗せ、輸出による外貨獲得を増やすための新鋭軍になっている」と

評価した6｝。

　1978年から1992年まで中国の外国資本の利用は借款が主であったが、1992年以降は外

国投資家の直接投資を主としつつ、同時に、対外借款も大幅に増加を続けていた。中国の

国外からの借款は、1980年代初期には毎年10億ドル余りにすぎなかったものが、1991年

から1995年には毎年50億ドルに拡大し、その後は毎年100億ドルにまで達している。1979

年から1997年に中国が締結した対外借款は1528件に及び、その合計金額は1208億ドル
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となり、実際に使用された国外からの借款総額も1208億ドルであった。

　1g81年、外資系企業の輸出額は中国の輸出総額の0．1％、輸入額は0．5％を占めるに過ぎ

なかったが、1990年には外資系企業の輸出額の占める割合は12．7％に達し、輸入額の割合

も23．1％を占めるまでに拡大し、さらに1997年には、輸出額に占める割合は14％に達し、

金額では748億ドルにまで拡大した。輸入額の割合は54．6％を占め、777億ドルと拡大を

した。1990年代以降、外国投資家の中国への投資は急速に増加し、21世紀初頭段階におい

てはすでに中国経済発展の原動力となっており、外資系企業の輸出入額もまたこれに伴っ

て増加し、中国の貿易において占める割合も年ごとに上昇、拡大しており、中国経済にお

ける役割は顕著なものとなっている。

（3）経済特区から地域経済圏構想へ

　1979年以降の中国政府は各地域の実状に応じた開放政策をとっており、対外開放特区と

沿海都市から、沿岸周辺地域、河川周辺地域へ、そして内陸地区へと拡大政策は拡大され、

全国的に全方位的対外開放政策が推進されている。

　経済特区は、国が対外経済活動を行う上で特殊な行政管理と経済優遇政策、そしてフレ

キシブルな措置を行う特定の地区である。この経済特区は、工業を主とし工業と貿易とを

結びつけ、各業種の活動を同時に推進させるという結合的性格を持っており、それは対外

開放の窓口であり、基地としての役割を発揮させるものであるといえる。1979年、深馴、

珠海、汕頭、アモイの4つの経済特区が設けられ、一時その是非をめぐって議論を呼んだ

が、1984年2月、郵小平が広東、福建両省と3つの経済特区を視察した際、その成果を高

く評価した上、沿海地域の主要都市を開放すべきだという考えを明確にした。郵小平は「特

区は窓口である。技術の窓口であり、管理の窓口であり、知識の窓口であり、対外政策の

窓口でもある。特区を通じて技術を導入でき、知識を得られ、管理が学べる」7》とした。例

えば、建設業の入札制度、雇用の契約制度、土地試用権の有償譲渡制度など、ほとんどが

経済特区で試験的に行われ、経験をした後に他の地域、または全国に押し広げられた。深

別での「蛇口経済開発区」の成功は、上海・天津・大連など多くの沿海都市が経済技術開

発区を建設する際の手本となった。

　改革開放政策の出発点は、中国全域にではなく、特定の沿海地域に輸出基地としての役

割を持たせるという地域政策を採ったことに特色がある。対外経済開放を沿海開放地帯の

初歩的形成からみれば、1979年、広東、福建両省で特殊政策、弾力的措置が実施されたの

を機に、両省内の深ll11、珠海、汕頭、度門での経済特区設置（1980年8月）、海南島（1983

年）と14沿海港湾都市（1984年4月、大連、秦皇島、天津、煙台、青島、連雲港、南通、

上海、寧波、温州、福州、広州、湛江、北海）の対外開放と続いた（前述）。

　1985年に、これまでの経済特区の成果をもとに、国務院はさらに対外開放政策を拡大す

る一連の措置をとった。同年1月に長江デルタ（常州、蘇州、無錫各市）、珠江デルタ（中

山、仏山、江門各市）、及び閲南三角地帯（厘門、泉州、潭州各市）が沿海開放区に指定さ
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れ、また1988年4月には遼東半島・山東半島全地域も沿海開放地区として拡大され・政府

は海南島を省として広東省から独立させ、この新しい省全体を中国最大の経済特区として

開発することを決定した。中国共産党第13回全国代表大会の中央委員会活動報告（1987

年10月）では、「沿海地区重点開放、段階的内陸開放」という対外経済開放の幅と深度を

さらに拡大させる政策を強調し、日本、米国、アジアMES諸国の動向に目を向けつつ沿

海地域の開放の深化と加速をはかろうとする沿海地区経済発展戦略が提起された。

　対外開放政策は1990年代に入り全方位で進められ、まず1990年4月には上海浦東地区

の開発計画が公表され外資導入の重点地域の一つとなった。また郵小平の南巡講和（1992

年）を契機に中国経済は新たな高揚期を迎え、同年開催された第7期全人代第5回会議に

おいて、登K小平路線が再確認され、同年10月に開催された中国共産党第14回全国大会に

おいては「社会主義市場経済」という新しいテーゼが掲げられた。

　中国政府は沿海地区経済発展戦略を進展させるための各地域別の経済区（地域経済計画）

構想を明示したが、それは地域経済を形成することで対外開放を進めていこうとする動き

への転換であった。すなわち、既存の経済計画、行政省・自治区計画に加えて、全国的な

地域経済の計画を立てることが課題となった。1991年末に経済発展10ヵ年計画と第8次5

ヵ年計画推進のために経済区を統一的に区分した「10大経済区」8）が設定されており、「10

大経済区」は生産のための産業配置からみた経済圏構想であったことから、資源、原材料

の地区とそれを利用する工業生産地区を合理的に配置し結合する市場の形成が必要となっ

た。対外開放政策をもととしての経済圏を市場とみることもできる。それとともに1992年

7月には郷家i華副総理（当時）によって「7大経済地帯」9）が提案された。

　こうして地域的に漸次開放された経済特区、沿海開放都市、沿海開放地区は拡大し、南

の北海から北の大連までの沿海地帯が、開放地域の枠組みを作り出した。さらに1990年代

以降、開放都市・地域を軸に横の連帯が強調され、地域経済圏構想と一体になった計画と

して進められっつあることに特徴があるといえる。

（4）産業構造の転換と労働者の質的転換

　経済発展とともに一国の産業構造の中心が第1次産業から第2次産業、さらに第3次産

業へと移っていく現象は、「ペティ＝クラークの法則」とされるが、1952年～1978年の農

業、軽工業、重工業を比較分析すると、農工業総生産額に占める割合は、それぞれ56．9％

から24．8％、27．8％から32．4％、15．3から42．8％に推移しており、農業が32．1％ポイント

減少したのに対し、重工業は27．5％増加した経緯がみられ、先の「ペティ＝クラーク法則」

に準じた変化がみられる。

　1978年段階における重工業（中国の統計では重工業は資本財や中間投入財の生産部門で、

その中に鉱業や電力・ガスも含まれる）の付加価値額の工業全体に占める比率は56．9％、

軽工業のそれは43．1％であった。しかし、その後、重工業の比率は1990年に50．6％に低

下したが、1994年にいったん53．7％に上昇し、以後は再び低下傾向が続き、1999年には
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50．g％と1990年の水準に逆戻りしている。このように、1980年代の工業化は基本的に軽

工業が中心であったが、後半の1990年代には軽工業と重工業がほぼ均衡を保った成長を遂

げたといえよう。

　また、1978年から1980年代半ばの時期は、産業間の構成には大きな変化はみられない

が、それは中国における経済改革が工業部門に先駆けて、まず農業部門から始まったから

である（前述）。他方、第3次産業の多くは市場経済化にともなって生まれるものであり、

この時期には未だそうした動きが小さかったことを示している。

　1980年代後半の特徴は、第1次産業の急速な縮小とは逆に第3次産業の拡大である。1990

年代前半は第2次産業の拡大が顕著であり、第1次産業のみならず、第3次産業の比重も

低下した。市場経済化政策の導入などにともなって第3次産業に対する新たな需要が高ま

り、1990年代後半には第3次産業の比率が低下する傾向に歯止めがかかった。2000年以

降、第2次産業とともに、第3次産業の比率も増加している。このように、1978年以降お

よそ30年の間に第1次産業は大きく後退し、第2次産業の成長と、第3次産業が拡大して

いる（表1－2－1参照）。

　具体的には、第1次産業は、1978年にGDPの27．9％を占めていたが、農村改革の成功

による生産量の拡大を反映して、1980年代前半にはその比率を約5ポイント増加させた。

しかし、政府は生産量の拡大を受けて、統一買付・販売制度を廃止し、契約買付制度を導

入したことから、1980年代後半には、農民のインセンティブが失われ、農業生産が停滞し

た。他方、第2次・第3次産業が発展した結果、第1次産業の比率は徐々に低下した。

　また第2次産業は1978年の47．9％から1980年代に入ると徐々にその比率を下げ、1990

年には41．3％となった。1996年、1997年の47．5％をピークに減少したが、2000年代に入

ると、再び回復に向かい2005年には47．5％となった。

　第3次産業のGDPに占める比率は、1978年の242％から1989年の32．2％にまで増加

し、その後は同様の水準を保ちながら、2005年には39．9％となり1978年に比べて約15．7％

まで増加した。データから分かるように、GDP構成比では、第1次産業が低下し、第2次

産業ではほとんど変化なく、第3次産業が増加することとなった。

　1979年以降の経済政策、市場開放政策、外資系企業の参入等々は、上記のように産業構

造の転換を促す要因となり、中国は第2次産業、第3次産業の比重を拡大させることにな

った。この産業構造の転換は、当然のこととして労働の場を大きく転換させることになり、

労働者に求める資質、能力も従来とは異なるものとなった。すなわち、組織化された工場

労働者層の拡大であり、市場経済の担い手である第3次産業の労働者層の拡大は労働者に

新たな資質、能力を求めることになったといえる。したがって、この産業構造の変化は労

働者の価値観、モチベーション等にも種々の影響を与えたといえる。
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表1－2－1 GDPにおける3次産業の推移 （単位；億元，％）

年 GDP 第1次生業 第2次生 第3次生業
1978 3645．2 100．0 1018．4 27．9 1745．2 47．9 881．6 24．2

1979 4062．6 100．0 1258．9 31．0 1913．5 47．1 890．2 21．9

1980 4545．6 100．0 1359．4 29．9 2192．0 48．2 9942 21．9

1981 489t6 100．0 1545．6 31．6 2255．5 46．1 1090．5 22．3

1982 5323．4 100．0 1761．6 33．1 2383．0 44．8 1178．8 22．1

1983 5962．7 100．0 1960．8 32．9 2646．2 44．4 1355．7 22．7

1984 7208．1 100．0 2295．5 31．8 3105．7 43．1 1806．9 25．1

1985 9016．0 100．0 2541．6 28．2 3866．6 42．9 2607．8 28．9

1986 10275．2 100．0 2763．9 26．9 4492．7 43．7 3018．6 29．4

1987 12058．6 100．0 3204．3 26．6 525t6 43．5 3602．7 29．9

1988 15042．8 100．0 3831．0 25．5 6587．2 43．8 4624．6 30．7

1989 16992．3 100．0 4228．0 24．9 7278．0 42．9 5486．3 32．2

1990 18667．8 100．0 5017．0 26．9 7717．4 41．3 5933．4’ 31．8

1991 21781．5 100．0 5288．6 24．3 9102．2 41．8 7390．7 33．9

1992 26923．5 100．0 5800．0 21．5 11699．5 43．5 9424．0 35．0

1993 35333．9 1000 6887．3 19．5 16454．4 46．6 11992．2 33．9

1994 48197．9 100．0 9471．4 19．6 22445．4 46．6 1628t1 33．8
1995 60793．7 100．0 12020．0 19．8 28679．5 47．2 20094．3 33．0

1996 711766 100．0 13885．8 19．5 33835．0 47．5 23455．8 33．0
1997 78973．0 100．0 14264．6 18．1 37543．0 47．5 27165．4 34．4

1998 84402．3 100．0 14618．0 17．3 39004．2 46．2 30780．1 36．5

1999 89677．1 100．0 14548．1 16．2 41033．6 45．8 34095．3 38．0

2000 99214．6 100．0 14716．2 14．8 45555．9 45．9 38942．5 39．3
2001 109655．2 100．0 15516．2 14．1 49512．3 45．2 44626．7 40．7

2002 120332．7 100．0 16238．6 13．5 53896．8 44．8 50197．3 41．7

2003 135822．8 100．0 17068．3 12．6 62436．3 46．0 56318．1 41．4

2004 159878．3 100．0 20955．8 13．1 73904．3 46．2 65018．2 40．7

2005 183084．8 100．0 23070．4 12．6 87046．7 47．5 72967．7 39．9

注）2004年及びそれまでの第1次産業には農林蓄漁業を含まない。第3次産業
の交通運輸及び郵政業には電信業を含むが、都市公共交通業を含まない。
卸業・小売業には飲食業を含む。

出所：『中国統計年鑑』中国統計出版社，2005年，57－58頁。

第2節　農村経済体制改革への取り組み

（1）農村経済体制改革の全面的な展開

　1978年の第11期3中全会は戦略変更と政策転換が行われた大会であった。すなわち、

同3中全会では、全国的に展開された「四人組」10）批判の大規模な大衆運動の終了、1979

年からの共産党の活動重点と全国民の関心を社会主義現代化建設に移すことを決定すると

いう点で重要な大会であったといえる。

　同上会議は、①現在（1978年時点）の中国の経済管理システムは権力が集中し過ぎてお

り、大幅に権限を下部に移し、地方と工業・農業により多くの経営管理自主権をもたせる、

②各級の経済行政機構の大幅な簡素化を行い、その大部分の職権を企業的な性質をもった

専門公司、合同公司に移す、③必ず経済法則に基づいてことをはこび、価値法則のもつ役
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割を重視する、④思想政治工作と経済手段とを結合し・幹部と勤労者の生産意欲を喚起す

る、⑤党が政府機構にとって代わったり、政府機構が企業にとって代わったりする現象を

解消し、各級、各職種、各個人の責任制を実行し・管理機構と管理要員の権限を強め・責

任を明確にすること等々が打ち出された11）。

　これらの措置は、中央部門から地方、企業、労働者個々人に至るすべての方面の主体性、

積極性、創意性を発揮させ、社会主義経済の各部門の活動を発展させようとするものであ

った。そして同3中全会において、農業問題については次のような重要な決定が行われた。

　①人民公社、生産大隊生産隊の所有権と自主権は、国家の法律によって保護する、②

生産隊の労働力、資金、製品、物資を無償で使用したり占有したりすることは絶対に許さ

ない、③人民公社の各級の経済組織は、労働の量と質に応じて報酬を計算し、平等主義（働

いても働かなくても報酬は同じ）を克服する、④公社員の自留地（農民が自由に農作業で

きる耕地）、家庭副業、市場取引は、社会主義経済の必要な補充部分として、いかなるもの

もみだりに干渉することを許さない、⑤人民公社は生産隊を基礎とする3級（人民公社、

生産大隊生産隊）所有制を着実に実施し、これを安定させる、⑥人民公社の各級組織は、

あくまでも民主的管理を行い、幹部は選挙で選び、会計は公表する12）等々が決定された。

　具体的には、次の4つの関連する農村改革が行われた。第1に、農産物価格引き上げに

始まる農産物価格・流通制度の改革、第2に、生産責任制の実施による自主経営農家の創

出と農業生産組織の改革、第3に、人民公社制度の解体による農村組織の改革、第4に、

農村工業の育成に始まり、国営工業保護政策の撤廃と各種所：有制問の公平競争等々の産業

制度の改革であった。

（2）農業生産責任制の導入と農民の経済活動

　1978年以降、農村改革は全ての農民の生産意欲を引き出すためにとられた政策、措置で

あったが、それらの中で最も重点的に取り組まれたのは農業生産責任請負制であった。農

業生産責任制は次の5つに分類される。

　第1は、「定額包工」作業請負制である。これは平均して20～30戸を単位とする生産隊

レベルでの集団経営のもとで、農民が生産隊からの農作業を請け負い、農作業に応じて定

められた労働点数を獲得し、それに比例して生産隊から所得の配分を受ける制度である。

　第2は、「包産到組」グループ請負制である。これは集団の統一経営のもとで農林業、牧

畜業、副業、漁業の業種別に、10人前後の農民を単位とする作業組が生産隊から生産を請

け負い、その報酬は生産量にリンクして計算される制度である。

　第3は、「聯産到労」個人請負制である。この制度の特徴は、一般に「三不変、四統一、

五定一奨」という標語で表されている。三不変は集団所有制、統一分配、基本計算単位が

不変であること、四統一は作付計画、耕種用水、役畜及び大中農機具の使用管理の統一を

さす。五定一奨は労働力、土地、生産量、投資、報酬を定め、超産を奨励し、減産時には

賠償をさせることをいう。
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　第4は、「包産到戸」各戸（個別）生産請負制である。これは、生産隊が生産計画、会計、

分配を統一して行うという前提のもとに、耕地を農家に分担させて・生産量・生産費を請

け負わせ、それに応じて労働点数を決め、生産超過に対しては農家に奨励金を支払い、減

産に対して農家に弁償させる制度である。

　第5は、「包幹到戸」各戸（個別）経営請負制である。この制度では、土地は農家世帯員

数と労働力に応じて配分され、労働点数に基づく収益の統一分配は行わない。農業税と国

家の買付任務、及び公益金と公積金で納入した後の余剰は、すべて農家のものとなる。ま

た農家は農業生産財を自ら市場で購入する。したがって、この制度によって初めて統一作

付、統一分配及び労働点数制といった過度に集中した農村経済体制の根幹が廃止され、経

営の主体が個別農家に移行したことになる。

　農業生産責任制は1981年までは、作業請負制とグループ請負制が主流であったが、その

後急速に個人または農家の生産請負制に移行し、1981年10月には「包乾到戸」各戸経営

請負制が38％を占めた。その後の急速な普及により、1984年末には全国農家総戸数の

96．6％が各戸経営請負に移行した。

　農業生産責任制の導入は、農村内部の所有関係に大きな変化をもたらしたが、農地や水

利施設などの農業の生産手段は依然として集団所有のままであった。以前の人民公社（農

村住民の集団組織）に代わって、郷（鎮）政府・村がそれら生産手段の所有者となった。

しかし、農地は各農家の労働力あるいは家族数によって分配され、各農家がその経営・耕

作を請負ことになった。したがって、そこでは生産手段の所有権と経営権（耕作権）の分

離がなされ、各農家は農地経営の成果の粗収入から国への税金と郷村への一定の上納金を

納めれば、残りはすべて手取りの自家収入となった。

　農業生産責任制の導入によって、農民の私的所有財産は急速に増大することになった。

農地の分割請負から出発して、農民は自己所有財産をしだいに蓄積し、それを主に非農業

領域に投入することを通じて私的財産を増殖させた。私的所有・私的経営を特徴とする農

民の個人経営企業、共同経営企業の急成長は、農村改革がもたらした大きな変化であった

といえる。また所有財産を蓄積した農民が非農業分野の事業を起こすなどの経済活動の領

域の拡大によって、有力な郷鎮企業として経営基盤を確立したケースは少なくない。この

農民の経済活動の拡大は、農民の価値観、広く他の分野の人たちの価値観を変化させる要

因となり、広く労働者の意識、モチベーションに与えた要因としても注視しておかねばな

らない。

（3）人民公社の解体と農民の経済活動

　人民公社制度の改革が農業生産責任制の導入とともに取り組まれることになった。1975

年の改正憲法に「農村人民公社は政権と経済管理の一一一一体化した組織である」（第7条）と明

記されていた。また1978年憲法はさらに詳しく、中国の行政区画の最末端機構として「（三）

県、自治県を人民公社、鎮に分ける」（第33条）、「人民公社、鎮に人民代表大会と革命委
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員会を設ける。人民公社の人民代表大会および革命委員会は基層の政権組織であり・また

集団経済の指導機構でもある」（第34条）と規定していた・1982年12月・第5期人民代

表大会第5回大会で「中華人民共和国憲法」は改正され、「農村人民公社は、農業生産合作

社、その他生産、購買・販売、信用、消費など各種形態の合作社経済は・勤労大衆による

社会主義的集団所有制経済である」（第8条）と規定された。憲法の改正は人民公社の「政

社合一」（政治権力と合作社経済組織（集団経済組織））から「政社分離」へと転換するこ

とを意味していた。

　人民公社は1958年の「人民公社化」運動によって、農村に人民公社が設立され、「政、

社合一」体制が形成された。人民公社の特徴は、国家の末端政治権力組織と農民の集団経

済組織との一体化にある。すなわち、人民公社の管理委員会、生産大隊の管理委員会、生

産隊委員会は経済機能を持った経済組織であると同時に、政治権力機能を持つ農村の政治

権力組織でもあった。

　人民公社の政社分離が実行されると、人民公社は単なる集団経済組織として、生産の組

織と発展に力を集中させることができ、また行政的手段で指揮したり、生産活動に関与し

たりするといった弊害を、効果的に克服することもでき、これによって広範な農民の生産

への意欲を引き出せるようになると認識された。

　1982年の改正憲法では中央政府と地方との関係について、次のような条文が掲げられて

いる。第30条、「（三）県、自治県を郷、民族郷、鎮に分ける」。第95条「省、直轄市、県、

市、市管轄区、郷、民族郷、鎮に人民代表大会および人民政府を設ける」。第97条「郷、

民族郷、鎮の人民代表大会代表は選挙民が直接選挙する」。第98条「その任期は1期3年

とする」。第101条「地方の人民代表大会は郷長と副郷長、鎮長と副鎮長をそれぞれ選挙し、

かつ罷免する権限を有する」。

　以上の憲法改正を受けて、1983年10月中国共産党中央委員会と国務院は、「政社を分離

して郷政府の設立工作は、郷人民代表大会の代表者の選挙工作と結合して進め、大体1984

年末以前にこれを完成させなければならない」と定めた。

　これらにより明確になった農村人民公社における政社分離改革の基本内容は以下の通り

であった。①以前の公社の管轄区分の通り（もとの公社の規模が大きすぎた場合に1つの

公社を幾つかのものに分離する）に郷を設立し、郷（鎮）政府を設立する。郷（鎮）政府

が旧来の人民公社の代わりに農村政権の機能を持つ、②もとの生産大隊の区分の通りに村

を設立し、村の農民自治組織、「村民委員会」を設立する、③もとの生産隊あるいは集落の

通りに「村民組」を設立し、「村民委員会」の末端組織とする。

　人民公社の解体によって、農民は集団的共同労働から解放され、農民は農作業の余暇を

利用して自由に副業に励むことができるようになった。やがて副業を専業化する農家（専

業戸と呼ぶ）が各地で広範に出現した。専業戸の業種は、養殖業（豚、鶏、兎、あひるな

ど）や手工業（搾油、精米、製粉、綿繰り、綿打ち、瓦焼き、製紙、鍛冶、大工、編繊、

縫製、食品製造（豆腐、はるさめなど）から始まり、次第に耕種業（食糧、綿花、搾油作
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物、たばこ、茶、果物、疏菜など）や技術的サービス業（農機耕作、育種、育苗、病虫害

防除など）、そして運輸業、商業、飲食業など非農業分野へと広がっている。この多角経営

の発展で注目されるのは、耕種業以外の専業戸の場合、農地から離れ、せいぜい飯米地（口

糧田）を留保するだけになり、他方で食糧生産までも「商品食糧専業戸」により担われる

ようになる展望が開けたことである。こうして中国農村はこれまでの自給自足経済体制か

ら商品経済化の時代へと向かうようになった。

　農業生産責任制の導入と同様に人民公社の解体は農民が他の産業分野へ進出する契機と

なったが、この動向が産業構造転換を促す要因となり、非農業従事者の拡大を促し、広く

労働者の意識価値観の形成、モチベーションに影響を与えた要因の一つとして受けとめ

ることは可能であろう。

第3節　都市経済体制改革への取り組み

（1）都市経済体制改革の展開

　中国の経済改革はそれまでの農村改革での経験を踏まえて、経済改革の重点を農村から

都市へと移行させた。都市の経済改革を推進する基本方針は、第11期3中全会においてす

でに提起されていたが、その時点から1984年にいたる6年間は、「局部的、実験的」段階

にとどまり、その成果も限られたものに過ぎなかった。都市の経済改革が正面からとりあ

げられ、その全面的な展開が始まったのは1984年になってからである。

　中国における都市経済改革は、企業の自主権拡大という課題から試行された。従来の経

済体制の下では、企業は各行政機関の付属と化し、経済上独立した商品生産者・経営者と

して機能する活力を失っていた。それゆえ、都市での改革の試行は先ず企業自主権の拡大

から始められた。企業自主権の拡大は、主として国と企業の関係のあり方を変えることに

重点が置かれ、個々の基礎経済単位としての企業により多くの独立性を与えるものであっ

た。それにより伝統的な集権的管理体制の欠陥を改め、企業の積極性を引き出し、活性化

をはかろうとしたのである。

　1979年7月に国務院は、「国営工業企業経営管理自主権拡大に関する若干の規定」「国営

企業利潤留保の実行に関する規定」「国営工業企業固定資産減価償却率の引き上げと減価償

却費の使用方法の改善に関する暫行規定」等を公布した。　　　　　　　　　　　　一

　全国に先駆けて、企業自主権拡大の試行に着手したのは四川省であり、それとほぼ同時

期（1978年10月）に雲南省においても試行が始められ、その後、北京・天津・上海の8

企業において試行された。企業管理体制の改革は企業自主権拡大の試行から始まり、それ

が全国的な範囲で広がるのは1979年の後半からである。全国各地で試行企業が次々に選定

され、1979年末には4200社あまりに拡大し、1980年6月には6，600社に拡大した。この

6，600の試行企業は、当時国家予算に組み込まれていた国営工業企業総数の16％にあたっ

ていたが、その中には有力な大企業が数多く含まれていたため、その生産額から言えば全
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体の60％、利潤額を見ると70％の比重を占めていた13）。

　企業の経済的権限の拡大と、それに伴う企業・従業員の経済的利益の増大に対応して、

企業・従業員の経済的責任が必ずしも十分に明確化されていなかったため、1981年から・

国有企業における経済責任制の実施が必要となった。企業自主権の拡大、経済責任制の実

施は、企業・従業員の積極性、やる気を引き出すことに着目し、企業に内在的な原動力を

与えて、企業体制の強化・整頓を促し、その経営管理を改善しようとするものであった。

　企業の財政権の拡大については、企業における利潤留保制度の導入があり、それまです

べて国に納入していた利潤を一定の比率で企業に利益留保を認めるという政策であり、「拡

権譲利」とも呼ばれている。企業に留保された利潤は、生産発展基金（技術革新・設備改

造資金）、福利基金（主として従業員宿舎建設基金）、報奨基金（従業員ボーナス資金）と

して使用される。

　中国の国有企業はこの段階に至るまでにも、利潤から賃金基金総額の一定比率に相当す

る額を留保し、これを「企業基金」として、主として集団的福利、奨励基金などに向ける

制度があったが、しかし、この基金はきわめて少なく、しかも、その額は毎年ほぼ一定し

ている賃金総額に対する決まった比率で計算されており、企業活動の成果には連動してい

なかった。それに対して利潤留保制度は、各企業が毎年の利潤に対して一定比率を留保す

ることが可能になったため、その額は利潤の大きさ、つまり企業活動の成果に直接連動す

ることになった。

　国と企業の間の利潤の分配関係を中心とした企業自主権の拡大政策は1984年を境にいっ

そう多方面にわたり展開されるようになった。1984年5月に国務院が企業の生産経営計

画・製品販売・製品価格・物資（資・機材）選択購入・資金使用・資産処理・機構設置・

人事労働管理・賃金及び報奨金・連合経営の10方面で、自主権を拡大する措置を公表し、

同年10月には国務院から「計画体制の改善についての若干の暫行規定」が出された。同年

10月の中国共産党第12期3中全会において、「経済改革に関する中共中央の決定」（以下、

「決定」と略す）が採択された。

　「決定」は都市を重点とする経済体制全般の改革についてのべたものであり、「わが国の

経済体制の改革を導く綱領的文書」であるとしている。その内容は、都市の経済体制、つ

まり工業、建築業、商業、交通などの広い分野にわたる経済改革の総合的ビジョンを提示

したものであった。これによって、中国の都市経済改革はそれまでの停滞から脱却し、新

しい段階に入った。

（2）計画経済体制改革への取り組み

　計画経済体制下における企業活動は、国家の指令性計画（国家主導の計画の実施）によ

つて統一的に運営され、企業が生産したものは国家が買い上げ、生産に必要とする物資は

国家から供給され、価格も国家が統一的に定めていた。労働者は個人の意志とは関係なく

国家によって企業に統一的に配分（配置）され、企業利益のほとんどを国家財政に納付さ
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せ、他方、欠損は国家の補助によって取り繕うことができた。このため、企業経営の実態

と企業及び従業員の物質的利益の間にはほとんど関係がなかった。こうした状況の下では、

企業は行政機関の付属物となり、何事も上級の命令を受けてから行動するようになり、経

営に関する権限は与えられておらず、企業の自主性と主体性は存在しなかった。

　政府に権力が過度に集中する体制下においては、国家の経済管理機構は重層化し、手続

きは煩項となり、責任はお互いになすりあい、結果として効率が低下していくシステムで

あったといえる。企業は政府の上層部に対して逐一活動を報告し、上層の審議、許可を受

けるなど、時間はかかり、結果として官僚主義を助長したことになる。さらに、このよう

な体制は、経営管理における「タテ、ヨコ分割」（中央の各部門（タテ）と地方（ヨコ）の

分割）の管理体制が形成され、国家の企業に対する管理には、中央政府の各部門が組織し

て実施するものと、地方政府が行うものに区分された。両者はしばしばすべて自分だけで

業務処理をしようとするため、相互に分割、無接触という現象が生まれることになった。

これは一般社会においては各組織体間に発生する相互連関の形成を妨げ、企業の協業、連

合、競争の障害となり、無秩序生産と不要な重複投資を助長して、資本、資源などの損失

と浪費をもたらしたといえる。

　1984年10月、国務院は国家計画委員会の「計画体制の改善に関する若干の暫行規定」

を承認した。この「暫定規定」は「現行の計画体制の主要な問題は、それが過度に集中的

であり、管理が硬直化し、指令性計画の比重が大きすぎ、市場調節が軽視され、経済的な

調節手段がうまく運用されていないことである」ことを指摘し、それを克服するには「国

の経済と人民の生活にかかわる重要な経済活動に対しては指令性計画を実行する必要があ

るが、これ以外の大量の一般的経済活動に対しては指導性計画（企業行動制限計画）を実

行すべきである。市場調節は計画経済の必要かつ有益な補充ではあるが、当面、指令性計

画の範囲を適当に縮小し、指導性計画と市場調節の範囲を拡大し、企業の自主権をより一

段と拡大すべきである」と規定し、生産計画、固定資産投資計画、外資外貨利用計画、物

質分配計画などについて具体的に改革措置を決めた。

　中国共産党第12期3中全会「決定」における改革課題の一つは計画管理体制の改革であ

った。これまで企業自主権の拡大、ミクロ・レベルの改革から、マクロ・レベルの改革に

重点が置かれ、より一層合理的で効率的なマクロ経済管理体制を打ち立てるための改革で

あった。

　したがってマクロ・レベルにおける経済改革の課題は、この直接的なマクロ経済管理を

縮小あるいは廃止して、間接的管理と市場調節に移すことでなければならなかった。「決定」

は、それまでの指令性計画中心の体制から指導性計画及び市場調節を主とする体制への移

行を提示したものであった。

　また、それまで維持していた計画経済と商品経済とを対立させる保守的観点に反対し、

両者は統一されなくてはならないことが強調された。その内容は「計画体制を改革するに

は、何よりまず、計画経済と商品経済とを対立させる古くからの通念を打破し、社会主義
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計画経済は意識的に価値法則に依拠し・それを運用すべきもので・公有制を踏まえた計画

的商品経済であるということ、このことをはっきり認識しなければならない」とした。さ

らに、国家が企業に経営自主権を与え、企業の所有者、経営者及び生産者の関係を明らか

にし、所有権と経営権の分離をはかること14）を明確に指摘した。これにより・都市経済改

革は新しい段階を向かえることになった。

　国務院は1985年2月に「企業が自己の技術発展方向を決定し、技術進歩の計画を制定す

る自主権」を与えた。国務院はまた同年9月に、「国有企業の中核となる大中型企業の活力

増強の措置」を規定した。そして1986年から始まった第7次5力年計画においても、企業・

とりわけ大中型国有企業の活力を強め、相対的に独立した自主経営と損益自己負担ができ

る企業に育て上げることに重点がおかれた15）。

　改革・開放政策は1987年から新たな段階に入った。すなわち、1987年10月の共産党第

13回大会において、中国の現段階を「社会主義の初級段階」と規定した趙紫陽報告「沿着

有中国特色的社会主義道路前進」によって、「中国の経済建設は3段階に分けられている。

第1は、国民総生産を1980年には2倍にして、ほぼ衣食が足りて生活できる状況。第2は、

20世紀末までに現在の国民総生産を4倍に増加させ、生活が安定し、やや余裕のある水準

に達すること。第3は、21世紀半ばには、一人当たりの国民総生産を先進国並みに成長さ

せ、生活を豊かにし、基本的に現代化を実現すること」とし、「中国は、計画的な商品経済

活動を展開し、マクロにおいては国家が市場をコントロールし、市場が企業を導く」16》と

された。

　同大会において改革派優位の体制が確立し、開放と改革に積極的に取り組む新しい局面

を向えることになり、ミクロ・レベルにおける企業体制の改革も、積極的に進められるよ

うになった。同大会報告のなかで、趙紫陽は「所有権と経営権の分離という原則に基づい

て、全人民所有制企業の活性化をはかる」ことを当面の経済体制改革の第1任務としてあ

げていた。またその後の談話においても、1988年の経済体制改革の重点は「企業経営メカ

ニズムをさらに改善し、発展させること」17）であると重ねて指摘していた。

　1980年代以後の企業体制改革の課題は、企業の自主権拡大、つまり企業に一定限度の権

限と利益を与えてその活性化を図るという範囲をこえての取り組みであった。それは国と

企業、党と企業との分離がすすめられ、企業を真に独立した生産者へと転換させるための

積極的な課題であったといえる。

（3）経営管理権の国から企業への委譲一個別経営体に与えた影響一

　伝統的な中央集権的計画経済体制の下で、上から下への指令性計画により需給の調節が

図られ、市場メカニズムによる調節を排除してきたことは自主的な経営活動を展開するう

えでの深刻な問題であった。企業が何を、どれだけ生産するかは、社会（市場）の需要に

よつてではなく、主として上（国）から下（企業）へ下達される指令性指標によって決め

られた。その管理体系では、複雑で変化の速い社会の需要に応じることは難しかったとい
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える。そこでは、社会の需要が満たされぬままに、他方では社会が必要としていないもの

を、計画に従って大量に生産し、滞貨をつくり出していた。

　計画経済体制下の中国は、国による企業に対する管理が強大であり、主体的な企業活動

はなく、長期間これを見直すこともできなかった理由として、生産資源は全人民の所有制

ということと、国家が直接企業経営をするという認識の下で、企業を社会主義経済体制に

おいての独立性をもった経営体であると認めず、したがって自主経営を展開するうえで必

要な権限と責任、それに応じた経済的利益の確保も認めなかった。企業が行政機構の付属

物として位置づけられている状態からを切り離し、その自主性を強めるためには、行政機

構と企業の職責を切り離し、各級の政府部門は企業を直接経営管理をしないことが基本的

な要件であった。

　前述の企業自主権の拡大は、1978年、四川省の6企業において試験的に導入されたが、

企業の管理層に与えられた権限は次の様な項目であった。①増産節約をベースに、企業は

一定額の利潤留保が行え、従業員個々人には一定額のボーナスを支給できる、②国の計画

達成という前提の下に、市場が求める製品を増産し、委託加工を受け入れる、③余った物

資を販売し、商業部門が買付けない製品の販売、新製品をテスト販売する、④国の計画を

全面的に達成するという前提の下に、企業基金を確保し、利潤留保を実行する、⑤中級管

理幹部を抜擢する等々であった18）。

　また試行を経て逐次企業に与えられた自主権には次の様な項目があった。①活力が生じ

る多様な経営方式を選択することができる。例えば、単独経営ないし他の企業との連合経

営等、②原材料の手当て・生産・販売に関する自己裁量権をもつ、③内部留保資金の保有

とその自己管理権をもつ、④規定に基づき、従業員の任免、招聰、選考を行うことができ

る、⑤雇用制度及び賃金・奨励金方式を自ら決めることができる、⑥国家が認めた範囲内

において、自らの生産物価格を決めることができる。さらに具体的な企業の自主権が以下

のように決定された。

①経営方式の選択について、企業は所有制形式や上級主管部門との所属関係、財務制度

　　は変更しないという前提の下で、各部門間や地区間に跨った連合経営に参画、あるい

　　は自ら組織化することができる。また自らの利害に立って共同生産を行ったり、製品

　　の多角化を行うことができる。

②原材料の手当て・生産・販売について、企業は国家計画と国家への物資納入契約を履

　　行した後、自ら社会が必要としている生産物の増産をすることができる。増産された

　　生産物は国家が特別の規定を設けているものを除き、企業は自ら販売でき、その価格

　　は、国家が定めている範囲内での浮動価格、あるいは市場価格よりも若干安い価格で

　　売り出すことができる。企業が新しく試みた新製品や過剰在庫品、政府買い上げ部門

　　が買わなかった物資も、自らの手で販売してもよい。企業は国家統一配分の重要物資
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にっいても、原材料仕入れ先を選別することができるが、発注元である主管部門はこ

のことをあらかじめ十分に考慮しなければならない。

③内部留保資金の使用について、企業は主管部門が規定した配分比率に基づき、留保資

　　金を生産発展基金、新製品試作基金、準備基金、従業員の福利基金と奨励基金に分け、

　　自己裁量で配分することができる。

④組織編成と人事管理について、企業は上級主管部門が定めた定員制の枠内において、

　　自ら組織編成と人員配置を行うことができるg工廠長あるいは経理（社長）は、上級

　　部門によって任命され、副工廠長は、工廠長の推薦に基づいて上級部門が認可する。

　　工廠長内のミドル・マネジメントは、工廠長が任命する。企業は技術、管理に関する

　　要員を招聰することができ、彼らの報酬について自由に決めることができる。

⑤雇用及び賃金については、政府労働部門の指導の下で、従業員を公開募集し、選抜採

　　用することができ、企業の硬直的な配置の見直しができる。賃金基金は、企業の経済

　　効果（一般には国家に納付する利潤及び税金）に応じて連動すべきものであり、その

　　枠内において、企業は自らに適した賃金形態、奨励金形態を選ぶことができる。工廠

　　長は従業員に対して賞罰を行うことができ、それには昇進、奨励金の支給、解雇処分

　　等も含まれる19）。

　以上のように経営管理活動に必要な基本的な権限の一部が国から個別企業に委譲され

たことによって、経営管理者層には経営管理に対する知識、手法を学習する必要性が高ま

り、日本の経営者団体である日本経営者団体連盟（現日本経済団体連合会）などに管理者

教育プログラムの提供を求める等の活動が顕著になった。また個別企業内で昇進、あるい

は個別企業が努力して得た利益の一部は内部留保し、企業の自主裁量によって奨励金等に

使用できることが句能となった結果、これらの一連の施策が労働者のモチベーションに与

えた影響は大きかったといえる。

第4節　国有企業の経営管理制度改革への取り組みと影響

（1）経営請負責任制導入への取り組みと経営管理制度の整備

　1981年11月、国務院は「工業生産の経済責任制の実施と若干の問題に関する意見」を

公布し、経済請負制の目的及び具体策を明らかにした。それによれば「経済責任制を実施

する目的は、国家計画の指導の下で、企業をしっかりと経営管理する。企業、労働者の経

済的利益を、彼らの担う責任と経済的利益とを結びっけて、労働者に主人公という態度を

持たせ、最小限の人力、物力をもって最大の経済的利益を取得する」20）として、国家と企
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業の関係、つまり、分配関係を明確にするように指摘している。それは経営自主権の拡大

であり、国家と企業における責任と権限の関係を明らかにすることであった。

　1983年には国家と企業の分配関係を改革する手段として、「利改税」（利潤上納方式から

納税方式に改め）が導入されたが、それは国家と企業の分配関係をいっそう明確にするも

のであった。1984年9月「第2段階の利改税」の改革を推進し、国家と企業の分配関係を

一層明確にしたことによって、企業は独立採算制の組織体であることを打ち出した。

　1g87年4月、企業改革はこれまで実施してきた「拡権譲利」や「利改税」を進めながら、

国家と企業の関係を調整し、行政（国家機関）と企業の職責の明確化、所有権と経営権を

適度に分離すること等をめざした。こうした分離方式が「経営請負責任制」の導入であり、

小型の国有企業は「リース経営責任制」を導入した。つまり、請負制は企業が自ら取り組

む経営は、採算、発展、改組の改革をすすめることであり、特に、所有権と経営権の分離

をはかる目的があった。

　1988年2月国務院は「全人民所有制工業企業経営請負責任制暫定条例」を公布し、企業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f請負責任制の原則及び内容を規定した。それによれば、全人民所有制企業の経営請負責任

制は企業の全人民所有制の下で、所有権と経営権の分離を原則にし、契約によって国家と

企業の責任・権限・利益の関係を確定し、企業自らの取り組みによる経営と損益には企業

が責任を持つことと定義している。

　1988年4月に、「中華人民共和国全人民所有制工業企業法」（以下、「企業法」と略す）

．が公布され、企業の基本制度の確立と、企業の法律的地位が規定された。「企業法」により、

国家所有権を前提にしつつ、所有権と経営権の分離の原則に則って、企業独自の自主経営、

損益の自己負担といった企業の経営管理自主権は国家から授与されることが明文化された。

　経営請負制度の実施は1988年以降、国家財政に組み込まれた企業、特に大中型企業にお

いて広く導入された。1987年78％から1988年には93％に増加し、その中で大中型企業が

95％に達した21）。経営請負制の導入は、競争メカニズムを企業内部に導入することになり、

工場長責任制の実施、企業の内部組織、人事制度、雇用制度の改革を促進する要因になっ

た。

（2）工場長制度の導入と経営管理制度の整備

　1982年1月中国共産党中央委員会と国務院は「国営工場工場長工作暫行条例」を公布し

たが、「暫行条例」は工場長の役割を重視し、次のように規定した。「工場の行政指揮原則

はほかでもない、党委員会が工場の生産、経営活動を工場長の統一指揮に委ね、全面的に

責任を担わせることである。工場の副工場長、技師長（総工程師）、会計士長（総会計師）

などは工場長の助手であり、かれらの活動は工場長の指導を受け、工場長に対して責任を

担う」と規定された。

　1984年5月、中国共産党中央委員会弁公庁、国務院弁公庁は「国有工業企業指導体制の

実験的工作に関する通知」を発布し、遼寧省大連市と江蘇省常州市のすべての国有企業に
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工場長（経理）責任制を導入すると同時に、北京・上海・天津・藩陽では・いくつかの企

業を選択し、試行を行うということを決定した・

　1g86年9月、中国共産党中央委員会、国務院がそれぞれ「全人民所有制工業企業工場長

（経理）工作条例」「中国共産党全人民所有制工業企業基層組織工作条例」「全人民所有制

工業企業労働者代表大会条例」を公布し、全面的に工場長（経理）責任制を導入すること

を決定した。また、「企業法」第7条の規定では、「企業は工場長（経理）責任制を実行す

る。工場長は（企業）法に基づいて職権を行使し、法律の保護を受ける」とされ、これに

ょって、工場長責任制は正式に法律の規定として確定した。

　前述のように、中国は建国以来、国有企業の管理制度に関して、次の4つの段階を経過

している。先ず1950年代の前半に実施された「一長制」、1956年以降の「党委員会指導下

の工場長責任制」、文化大革命期における工場革命委員会と「党の一元的指導」の体制、文

化大革命後における「党委員会指導下の工場長責任制」の復活等であった。以上の4段階‘

のそれぞれに共通する特質は、企業における党組織の指導が工場長よりも優位を占め、専

門家である工場長はそれに従属する地位におかれていたということである。

　工場長責任制の実施は、工場長を実質的な「工場の長」と規定し、企業の「中心的な地

位」におき、生産と経営に関する政策決定権と責任の所在を工場長に集中したところに制

度の特徴がある。工場の党委員会は政策の実施を「保証し、監督する」ものとして、その

役割を後退させた。

　中国指導部内においての工場長責任制についての見解は、1980年に共産党第11期5中

全会において、企業における党と行政との分離を郡小平によって提起された。それによれ

ば「党委員会の指導下での工場長責任制は、党委員会は政治問題、原則問題を管理するが、

企業の生産、行政に関する管理活動は、工場長が統一的に指揮する」22）と指摘した。

　1984年5月の全国人民代表大会における趙紫陽の報告では、「国営企業では工場長責任

制を逐次実行に移し、国家が工場長に委託して生産の指揮と経営管理の全責任を担わせる」

としている。趙紫陽の報告を受けて、工場長責任制の試行が始まり、党中央と国務院はま

ず大連市と常州市に試行企業を設けることを決定し、1985年6月には試行企業を河北、遼

寧、黒龍江、江蘇、湖南、広東の各省に拡大した。1986年12月には、全国の国有企業に

おける工場長責任制の実施は36，653社に達し、そのうち、地方企業は34，825社、部（日

本の省庁）の所属企業1，828社となっていた23）。

　「全人民所有制工業企業工場長工作条例」「中国共産党全人民所有制工業企業基層組織工

作条例」「全人民所有制工業企業職員・労働者代表大会条例」をもとに工場長責任制の内容

を整理すると以下のようになる。

①工場長は企業の法定代表者として職権を行使し、企業の生産指揮及び経営管理の統

　　一的指導について全面的に責任を負う。工場長は党の基層委員会に対し、定期的に

　　報告を行い、その監督をうける。工場長はまた職員・労働者代表大会に対して定期
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的に報告の実施、意見の聴取、代表大会の決定を実施し、代表大会の監督をうける。

②エ場長の選任については、企業の状況に応じて次のような3つの異なった方式がと

　　られる。a．上級主管機関による任命、　b．職員・労働者代表大会が選出ないし推薦し、

　　主管機関が承認または任命する、c．主管機関が招請ないし指名して、職員・労働者

　　代表大会の同意を経て任命する。

③工場長については任期制をとり、任期目標責任制を実施する。これは企業の長期発

　　展目標とそれを達成するための任期中の責任目標を提出するものであり、その達成

　　状況は工場長に対する考査、監督、再任可否などのよりどころの1つになる。

④企業は工場長、副工場長、総工程師、総経済師、総会計師、党委員会書記、労組議

　　長、共産主義青年団書記及び職員・労働者代表によって管理委員会を構成し、その

　　主席は工場長が担当する。管理委員会は、経営管理上における重大問題につき工場

　　長の決定に協力する。

⑤工場長は企業の経営管理業務についての決定権及び生産指揮権をもつ。工場長の意

　　見が管理委員会の多数意見と一致しない場合には、工場長に決定権がある。工場長

　　は副工場長および上級技術者の任命については上級機関の批准をうけるが、中級幹

　　部の任命は工場長自身が決定できる。

⑥工場長は規律違反の職員・労働者に対して処分権をもつ。

⑦工場党委員会は企業に対し思想的・政治的指導を実行し、工場長の職権行使を積極

　　的に支持する。

⑧職員・労働者代表大会は、職員・労働者が民主的管理権限を行使する機構であり、

　　党委員会の思想的・政治的指導をうけ、工場長の職権行使を積極的に支持する。

　工場長制度の導入は、経営管理制度の整備とともに、企業内の各職位の役割、権限の明

確化、企業が自主的に取り組む経営管理活動の展開に必要な経営管理の知識、手法を管理

者層が学習するニーズを高めることになったといえる。

（3）国有企業の人事制度改革の影響

　国有企業と国家との関係の見直し、企業と労働者の利益分配に関する改革にともない、

国有企業の賃金制度、労働者管理に関する雇用管理、人事制度の見直しが推進されること
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になった。

　従来の国有企業の賃金は、国によって決められ・企業の工場長は従業員の賃金決定の権

限を保持していなかった。賃金総額は国によって決められており・企業の賃金出納帳は上

級機関に提出され、上級管理機関の監督を受ける・また・国有企業の賃金体系についても

国による統一制度「8級賃金制度」を用いていた。8級賃金制度は業種・地域を問わず・国

有企業の労働者の全てに適用されていた。賃金査定は、まず労働者の技能や労働態度など

によって級別が決められるが、この決定は勤続年数によることが多かった。しかも、工場

長は従業員の賃金決定の権限を持っていなかったために、賃金制度は「大釜の飯」と言わ

れる「平等主義」的分配制度が基本となり、労働者の勤労意欲が削がれていたといわれる。

　以上の状況から、国有企業における賃金制度改革は、賃金総額に対する国からの制限の

緩和と賃金分配方式は企業に任せる（権限委譲）改革を行った。

　企業自主権の拡大、「利改税」の実施にともない、奨励金の支給に関する権限を一定の程

度ではあるが、国から企業に委譲されたが（前述）、奨励金総額は基準賃金（国による決め

られて固定賃金）総額の10％以内で企業による奨励金総額を決めることが可能になった。

1984年以降の奨励金は、国が最高金額の上限は設けないが、一定の金額を超えると企業か

ら国へ奨励金税を納めることが規定されていた。すなわち、国有企業の奨励金に関する国

からの管理は、直接的な行政指令から税金という形へ変更されたのである。1985年に中国

共産党中央委員会は「経済体制改革に関する決定」を公布し、全面的に賃金制度に関する

改革を行うことになり、国有大中型企業においては、賃金総額と経済的利益とを結びつけ

るようになった。これを受けて、国務院は「国営企業工資（賃金）改革問題に関する通知」

（1985年）を打ち出し、「企業の賃金改革は、労働に応じた分配原則の下に、真面目に働く

者、働かない者を区分し賞罰する。優れた者を奨励し、劣った者を罰する。多く働いた者

が多く報われ、少ししか働かなかった者は少ししか得られないことを具現化する。頭脳労

働と肉体労働、複雑な労働と簡単な労働、熟練労働と非熟練労働、負担の大きい労働とそ

うでない労働の間は合理的に格差をつけること」24）と方針を明らかにした。

　賃金制度改革の進展にともない、1986年12月に国務院は「企業改革の深化と企業活力

の増強に関する若干規定」を公布し、企業内部の分配に関する自主権をさらに明確にした。

それによれば、国家規定の賃金総額及び政策範囲内において、賃金体系、奨励金の分配形

式と方法及び昇給などについては、企業は全て自主的に決定し、国は規定しないこととし

ている。ここに、国有企業の賃金制度、奨励金の分配方式などに対して自主裁量権が企業

に与えられた。

　また、国による統一分配制度の下で、企業は国から配置された労働者を受け入れ、また

雇用した労働者を企業が解雇することは出来なかった（後述）。雇用制度改革について、1980

年8月に「全国労働就業会議」が開かれ、従来の国により労働者を統一配分するという就

業制度を改め、自発的に経営を組織をすることによる就業、そして自発的な営業による職

業開拓、いわゆる「三結合の就業方針」を打ち出した。また、改革・開放政策導入まで、
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国有企業では「子女頂替」と称する雇用制度を実施していた・「子女頂替」とは・企業が退

職労働者の子女を雇用する制度である。1983年2月に国務院は「招工（募集）考課弁法」

を公布し、一部の企業において、子女の募集を廃止することを規定した。さらに・同年9

月に国務院は「関於認真整頓招収退職職工子女工作的通知」を公布し・募集条件を厳格に

し、募集範囲が狭められることになった。1986年7月、国務院は「国営企業労働者雇用暫

定規定」を公布し、労働契約制の導入と「子女頂替」の廃止など、国有企業の雇用管理に

っいて規定した（後述）。

　従来の国有企業の幹部管理制度には行政機関幹部などと同様の制度が導入されていたが、

企業改革の進展によって、企業に適応する人事制度の確立が求められた。1985年以降、経

済請負制の導入にともない、北京、藩陽、青島、株州の4都市において、試験的に「労働

優化組合」（配置管理）改革に取り組んだ。「労働優化組合」の実施によって、幹部制度に

競争システムが導入されたことになり、かつて一度昇進すれば降格されない幹部制度の改

革を促すこととなった。

　これら一連の制度改革は経営管理制度全般の改革、整備を促す要因となり、これらの一

連の制度改革は労働者のモチベーションにも種々の影響を与える取り組みであったといえ

る。
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第3章市場経済化と国有企業の民営化

第1節社会主義体制の維持と市場経済化政策の導入

　（1）市場経済化政策導入と背景

　1g92年10月、中国共産党第14回大会において「社会主義市場経済体制」を確立する政

策目標が打ち出され、その段階から中国の改革の方向が明確になり、市場経済への移行を

目的とした経済改革が本格化した。

　中国が市場経済化政策を導入した背景には1990年代の国内外の混乱が要因としてあった

といわれている。国外においては、社会主義の象徴であった旧ソビエト連邦の崩壊がある。

それは、中国においては国有企業の活性化が、経済問題であるだけでなく、社会主義体制

の根幹にかかわる政治問題であるとの認識がなされたことに端的に示されている。また、

旧ソビエト連邦、東欧諸国の崩壊の原因には長期にわたる硬直的な計画経済の下で、生産

力は低下し、国民生活が十分に改善されなかったがために、社会主義への信頼が失われた

ととらえられ、これが社会主義体制の崩壊、市場経済化への移行を促す契機になったとさ

れている。

　国内においては、1992年初頭の登隅小平の南巡講和1）がある。郵小平講話は、中央工作会

議以降も存在した市場と計画をめぐる議論にひとまず決着がつけられ、市場経済化への移

行を促し、それに取り組む契機になった。

　さらに、WTO加盟問題がある。1993年においてもWTOへの加盟が実現する可能性が

あったが、GATTの要求する貿易自由化は、国内市場の開放、市場経済体制への移行が条

件であった。中国が国内市場を開放した場合、直接影響を受ける産業は、工業生産の約3

分の1と見られていたが2》、WTO加盟問題は国内企業の競争力の強化、特に国有企業の活

性化が緊急の課題であると受けとめられていた。

　1990年代は、国有企業の低迷、旧ソビエト連邦等の社会主義体制の崩壊、国内市場開放

に対する開放圧力が高まり、政府は市場経済化政策の導入を決定したが、それは「社会主

義市場経済化の構築」によって社会主義体制を維持し、生産力の効率的発展をはかるとい

うものであった。

　社会主義市場経済体制への転換とともに、財政金融制度の改革、為替相場の一本化、価

格体系の調整、市場供給状況の変化、市場競争の激化と財政の圧縮、通貨政策の実施など

『連の政策転換等々がすすめられ、国有企業の経営環境は根本的に変化したといえる。

（2）現代企業制度の構築

　前述の中国共産党第14回全国代表大会（1992年）において中国的特色のある社会主義

市場経済体制の確立が目標として掲げられた。これを受けて1993年11月、中国共産党第

14回3中全会は「社会主義市場経済体制建設の若干の問題に関する決定」（以下「決定」と
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略す）を公布し、企業改革の目標として現代企業制度の確立が提起され、国有企業改革の

目標が「現代企業制度」の確立にあることが改めて確認された。同年の第8期全人代第1

回会議における憲法改正によって、これまでの「国営企業」は国有企業と呼称されること

になった。

　同上の3中全会の「決定」によれば、公有制を主体とする現代企業制度は社会主義市場

経済体制の基礎であり、その具体的内容は以下の通りであった。

①財産関係が明確である。企業資産の所有権は国家に属し、企業は国家を含む出資者によ

　って形成された全ての法人財産権、民事権利を有し、民事責任を負う法人となる（産権

　清晰）。

②企業はその全法人財産を法律に基づき、自主経営し、損益の自己負担、規定通りの納税

　をして出資者に対しては資産価値の維持、増加の責任を負う（産権清晰）。

③出資者は企業に投資した資本額に応じて所有者の権益を得る。すなわち資産の受益、重

　大決定、管理者の選抜等の権利がある。企業破産の際には、出資者が企業債務に対し、

　投下した資本額においてのみ有限責任を負う（権責明確）。

④企業は市場の需要に応じて生産体制を整備し、労働生産性と経済効率の向上を目的とす

　る。政府は企業の生産活動に直接関与しない。長期的に損失し、資産で債務の支払いが

　不能の企業は法律にしたがい破産させる（政企分開）。

⑤科学的な企業指導体制と組織管理制度を整備する。所有者、経営者、従業員の間の関係

　を調整し、激励と制約が結合した経営メカニズムを形成する（管理科学）。

　以上のように中国の企業制度は「産権清晰、権責明確、政企分開、管理科学」によって

特徴づけられるといえる。国有大中企業は、現代企業制度を徹底することによって、経営

管理レベルと競争力を向上させることが可能とされた。出資者が単一の場合、法律にした

がい独資会社に改組する。出資者が複数の場合、有限会社、株式会社に改組する。小型国

有企業は、リース、請負経営や株式合作制等に改組する3）と体系化された。

　1993年12月の第8期全人代第5回会議は、「中華人民共和国公司法」（「会社法」）を採

択し、同法は1994年7月より施行された。中国の「会社法」は現代企業制度の確立を促し、

会社の組織行動の規範、会社、株主と債権人の合法的な権益の保護、社会経済秩序の維持、

社会主義経済の発展を促進するために制定された法律であるとされている。会社法は憲法

に基づき制定されており、会社を国内における有限会社と株式会社とし規定し、財産権の

明確化、所有権と経営権の分離が規定された。
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